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   議事日程第３号       第４回定例会 

   令和元年１２月９日（月）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○柏倉信一議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○柏倉信一議長 引き続き一般質問を行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 一般質問通告書   

 令和元年１２月９日（月）                        （第４回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１６ 

 

 

 

 

 

１７ 

健康寿命延伸につ

いて 

 

 

 

 

防災対策の拡充に

ついて 

（１）本市の健康寿命延伸に対する施策

について 

（２）本市におけるがん検診の状況につ

いて 

（３）健康寿命を支える行政施策の今後

の方向性について 

（１）一次避難場所と二次避難場所の開

設と誘導について 

（２）中央工業団地の安全な避難場所に

ついて 

（３）指定避難場所のトイレについて 

（４）避難所が無人になった際のカギの

所在について 

９番 

古 沢 清 志 

市 長 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

（５）指定避難場所において物資の確認

をする際、地元、自主防災会の立ち

合いについて 

（６）避難場所のエアコン整備状況につ

いて 

１８ 

 

 

 

 

１９ 

中小企業振興基本 

条例の制定について 

 

 

 

放課後児童クラブの

整備計画について 

（１）中小企業者の位置付けについて 

（２）条例に対する本市の考え方について 

（３）地域内循環を促進し中小企業に活

力を与えることについて 

（４）中小企業振興条例の制定について 

（１）利用者の状況と今後の整備計画に

ついて 

（２）学校の再整備計画との関係性につ

いて 

１３番 

國 井 輝 明 

市 長 

 

 

 

 

市 長 

 

２０ 

 

 

２１ 

 

 

 

 

２２ 

地域の活性化につ

いて 

 

姉妹都市友好交流

の考え方について 

 

 

 

公園の在り方につ

いて 

（１）古代ロマンと田代巨石群について 

（２）点在する遺跡への散策路整備につ

いて 

（１）これまでの友好交流の経過について 

（２）友好交流の評価と課題について 

（３）現状の認識について 

（４）友好交流の考え方（取り組み）に

ついて 

（１）公園の仕分けについて 

（２）箇所数とその対応について 

（３）維持管理、管理内容について 

（４）今後における対策と用途変更など

について 

１２番 

沖 津 一 博 

市 長 

教 育 長 

 

市 長 

 

 

 

 

市 長 

２３ 

 

 

 

 

２４ 

寒河江公園の整備と

維持管理について 

 

 

 

新学習指導要領実

施に伴う小学校の

取り組みについて 

（１）寒河江公園再整備計画の進行状況

について 

（２）さくらの丘の現状について 

（３）さくらの丘の維持管理について 

（４）寒河江公園の今後について 

（１）来年度４月から小学校で実施される

新学習指導要領の取り組みについて 

（２）教員の働き方改革について 

（３）「教科書以外の学習」の取り組み

６番 

後 藤 健一郎 

市 長 

 

 

 

 

教 育 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

について 

（４）校務を省力化するＩＣＴ活用につ

いて 

２５ 

 

 

 

 

 

２６ 

高齢者の認知症対

策について 

 

 

 

 

小・中学校におけ

る携帯電話の持ち

込みについて 

（１）認知症サポーター養成や認知症予

防に向けた対策について 

（２）徘徊時の早期発見に向けた対策に

ついて 

（３）ＧＰＳ活用等による認知症高齢者

の見守りの取り組みについて 

小・中学校における安全対策という視

点から携帯電話の持ち込みについて 

４番 

安孫子 義 徳 

市 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

２７ 

 

２８ 

新たな姉妹都市構

想について 

文化財の保存につ

いて 

台湾斗南鎮との姉妹都市締結について 

 

（１）市内の指定文化財等の状況について 

ア 指定・登録文化財の件数 

イ 個人で所有・管理している件数 

ウ 団体で所有・管理している件数及

び団体別の割合 

（２）文化財の継承について 

ア 管理が出来なくなった文化財の対応 

イ 指定・登録されていない文化財の

管理 

ウ 継承に向けた取り組み 

（３）自然災害伝承碑について 

１６番 

阿 部   清 

市 長 

 

教 育 長 

 

 

古沢清志議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号16番、17番について、

９番古沢清志議員。 

○古沢清志議員 おはようございます。寒政・公

明クラブの古沢清志でございます。よろしくお

願いいたします。 

  ことしも残りわずかとなりました。ことしは

亥年の年で、統一地方選と参議院選挙が重なる

12年に一度の選挙年でありました。 

  また、本市におきましては、市制施行初めて

の無投票となりましたが、次回の選挙において

は多くの立候補者を期待したいものです。 

  また、ことしは台風15号、19号、大きな低気

圧と、日本の広い範囲で被害があり、視察先に

行くにしても大きく迂回して到着したこともあ

りました。来年は被害のない年になるよう願う

ばかりでございます。 

  それでは、通告に従い質問させていただきま

す。 

  通告番号16番の健康寿命延伸についてお伺い



 - 73 - 

いたします。 

  人生100年時代を迎えつつある現在、行政に

とっても市民にとっても健康で長生きが目標で

あり、健康寿命の延伸が課題となっています。 

  厚生文教常任委員会では、去る10月23日に山

梨県庁に健康寿命延伸について行政視察を行っ

てまいりました。 

  健康寿命とは、皆さんも御存じであると思い

ますが、定義を申しますと、日常的、継続的な

医療、介護に依存しないで、自分の心身で生命

維持し、自立した生活ができる生存期間のこと

であります。 

  山梨県は平成22年以降の平均値において、男

女とも全国トップとなっております。ちなみに

男性では72.31歳、女性は75.49歳となっており

ます。 

  我が山形県は、男性71.58歳、全国17位、女

性は74.40歳、全国24位という数字になってお

ります。 

  健康寿命については、食生活や運動習慣等に

目が行きがちですが、そればかりではなく、読

書や仕事を持つこと、その他友人や近所などで

助け合いの気持ちで行動する結いの気持ちを大

切にする生活や生活習慣病発症・重症化予防、

生活及び社会環境の質の向上によるさまざまな

要因で健康寿命延伸につながっていると感じて

まいりました。 

  初めに、健康寿命延伸に対する施策として本

市ではどのようなことを行っているか、お伺い

いたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  古沢議員から、健康寿命延伸について御質問

いただきましたが、山梨県というのは昔から健

康づくり一生懸命なところというふうに聞いて

おりますし、その伝統というんですか、そうい

う取り組みが今日まで続いているんだというふ

うに思っております。 

  寒河江市におきましては、平成26年３月に健

康増進計画として第２次の健康さがえ21という

ものを策定をいたしました。これは平成26年か

ら令和５年度までの10カ年の計画期間にしてい

るところでありますが、生活習慣病の発症、そ

れから重症化を予防して、生活の質を向上させ

ていくことによって健康寿命の延伸を実現して

いくという取り組みであります。その計画に基

づいてさまざまな施策を展開しているところで

あります。 

  具体的には健康についての講演会であります

とか軽運動などを行う健康づくり教室、それか

ら、保健師や管理栄養士などによる健康相談、

健康教育、訪問指導などを行っています。 

  例えばさがえ市民100日健康づくり事業とい

うものがありますが、ウオーキングなどの健康

プログラムを市民の皆さんからみずから設定を

して100日間実践をしていただくということで、

主体的な運動を促していく事業であります。 

  また、総合健診センターと連携して30代の健

診日を特別に年間３日設定をして、そこに市の

職員が出向いて健康に関する説明などを行って、

より早期に健康づくりに取り組む、30歳代から

という意味ですけれども、早期に健康づくりに

取り組むきっかけづくりを促していくという取

り組みをしております。 

  それから、高齢者の方が身近な地域で介護予

防、健康づくりに取り組むいきいき100歳体操

について市として積極的に推奨しているわけで

ありますけれども、現在市内24カ所で週１回程

度自主的な取り組みが盛んに行われているとい

う状況があります。 

  それから、運動のみならず、地域における食

を通した健康づくりについても寒河江市の食生

活改善推進協議会とタイアップしながら普及啓

発活動を展開をしているということであります

ので、こういったさまざまな取り組みを実践し

ながら健康増進を図っているというところでご
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ざいます。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 さまざまな健康に関する施策が

打ち出されておりますけれども、私としてみれ

ばちょっとこの近くにはなく少し遠いところに

あるのかなという感じがしておりますので、ま

たこの辺は具体的に今後求めてまいりたいと思

います。 

  また、がん死亡率と健康寿命の相関関係は強

いと言われる中で、山梨県は各部位別がん検診

受診率がいずれも全国10位以内に入るなど高く、

75歳未満がん年齢調整死亡率は平成28年の調査

で男子が全国２位、女性が全国６位となってい

ます。 

  これらの背景には、特定健康診査と各種がん

検診が同時にできる総合的な集合検診方式が導

入されています。県民の検診受診の意識の高さ

につながっています。また、保健活動の中心を

担う保健師についても、人口10万人当たりの配

置数が全国トップクラスであることもがん死亡

率が低くなっている要因であると思います。 

  山梨県のがん予防としましては、１つ、がん

の原因となる生活習慣改善に向けた普及啓発、

２番目に発がんに寄与するウイルスや細菌の普

及啓発と感染予防、３番目にがんの早期発見が

効果的であることから個別の受診率をさらに高

める、４番目として死亡率減少のため科学的根

拠に基づいた質の高い効果的な検診を実施など

が挙げられます。 

  本市におけるがん検診の状況をお伺いいたし

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市のがん検診については

大きく分けて３つの方法で今行っております。 

  １つは市のドックでありますが、これは町会

ごとに日程を設定して特定健診と各種がん検診

を同じ日に受けていただくという取り組みをし

ているところであります。 

  それから、２つ目として乳がん、子宮頸がん

については、レディース検診もしくは乳がんイ

ブニング検診として午後から集団検診を実施し

ているのが特徴であります。 

  そして３つ目、これ子宮頸がんについてであ

りますけれども、これは市内の特定医療機関で

個別検診を受けていただくと、こういうことで

させていただいております。 

  受診率のお尋ねでありますが、これ平成29年

度の実績でありますけれども、胃がん検診につ

いては25.9％、肺がん検診については37.5％、

大腸がん検診については36.6％、乳がん検診に

ついては40.7％、それから子宮がん検診につい

ては41.9％となっております。平成25年との比

較では、乳がん検診については受診率が向上し

ておりますが、その他については横ばいの状況

になっております。 

  その中で特徴として70歳以上の受診率が低い

ということが挙げられるところであります。例

えば胃がんについては50歳から69歳までの受診

率は64％でありますが、70から74歳については

25％ということで、大変低くなっているところ

であります。 

  全体的な受診率向上の方策としては、昨年度

からの取り組みでありますけれども、問診票を

発送時にがん検診の有効性、メリットでありま

すとか受診継続、それから精密検査の重要性を

記載したチラシなどを同封して啓発を行ってい

るところであります。また、がん検診を申し込

んだ40歳の方を対象に、40歳健康応援無料受診

券を送付するなどの無料クーポン券事業などを

展開して、きっかけづくりを進めているという

ことであります。 

  今後につきまして、先ほど申しあげましたが、

70歳以上受診率が低いということもありますの

で、いかに高めていくかなどの方策についても

含めて、さらに西村山郡医師会と十分協議を進

めながら、効果的な、そして効率的な検診が図
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られるようにさらに努力をしていきたいという

ふうに考えております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ありがとうございます。 

  また、山梨県の視察の翌日には静岡県焼津市

の市立総合病院を視察させていただきました。

この市立総合病院では平成28年よりＭＲＩ装置

を利用した最新の画像診断技術であるドゥイブ

ス（ＤＷＩＢＳ）法をがん診療に導入していま

す。また、同検査と採血を組み合わせた総合が

ん検診を実施していました。 

  同検査の最大の特徴は、ＭＲＩを利用するこ

とにより被曝や痛みがないなど、患者の負担が

少ないことであります。 

  先ほどドゥイブス法とありましたが簡単に説

明しますと、ＭＲＩ装置を利用して体の広い範

囲にがんが転移していないかを探す全身検査法

のことです。被曝や痛みがないために学会でも

話題の検査法となっています。 

  また、ことしから無痛乳がん検診を開始し、

被曝なし、痛くない、つぶされない、見られな

い、さわられないなど、検診として大変好評を

博しているとのことです。 

  平成28年から始めた同検査法は、利用者が

600人を超えていることから、利用者側の期待

をうかがわせます。 

  寒河江市民においても当検査法の選択肢がふ

えれば健康寿命の延伸にもつながると思います

が、ＭＲＩの整備を、画像解析技術の習得等の

課題が大きいと思われますが、今後行政課題と

してこの方法も含めたがん検診に対する研究を

進めていく必要があると思いますので、今後の

課題として要望しておきます。 

  焼津市ではドゥイブス法検査と通常のＭＲＩ

装置を利用する患者さんがふえ、ことし１基増

設したとの話も伺いました。 

  日本の平均寿命は男性80.21歳、女性86.61歳

でありますので、健康寿命との差は男性で９年

以上、女性では12年以上、健康寿命と平均寿命

には差があります。 

  また、健康を阻害するたばこについても一言

触れておきたいと思います。我が公明党の喫煙

に対する調査によりますと、喫煙者の平均寿命

と健康寿命の差は13年で、しかも寝たきりが多

く、医療費もばかにならないということです。 

  ちなみに外国のたばこの値段ですが、日本で

は10月に増税しましてたばこ代も値上がりしま

したが、マルボロが値上がりする前480円のと

き、オーストラリアでは2,213円、イギリスの

1,394円、アメリカの814円です。若者が受ける

健康阻害を考えると値上げもやむを得ないこと

も考えられます。 

  たばこ対策に加えて健診による食事や運動な

ど生活習慣指導を組み合わせれば、健康寿命の

妨げとなる原因を大幅に抑えることが可能にな

るとの調査結果です。 

  健康寿命が支えるソフト、ハードの社会環境

の整備充実が本市の行政施策と感じますが、今

後の方向性を伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 健康寿命の延伸については先ほ

ど古沢議員御指摘のとおり、やはり総合的なさ

まざまな施策というものがさらに充実をしてい

く必要があるというふうに認識をしております。 

  寒河江市におきましては、先ほど申しあげま

したが、第２次の健康さがえ21という計画で今

進めているわけでありますけれども、今年度10

カ年計画の中間評価を行っているところであり

ます。今取りまとめ中でありまして、来年の１

月には報告書を公表していく予定でありますが、

その中間時点でさらに見直しをして、なかなか

策定をしたときから改善をされていない内容な

どについては重点的に改善に向けた取り組みを

進めていく、あるいは目標をさらに見直すなど

ということで進めていければなというふうに思

います。 



 - 76 - 

  主なものとして今想定されているのは、生活

習慣病の重症化予防の推進として、糖尿病予防

のための健康保健指導、それから減塩対策、ま

た、先ほどありましたたばこについては健康増

進法改正によって望まない受動喫煙の防止が強

化されているわけでありますので、児童や妊産

婦の受動喫煙対策を初めとして、喫煙者の健康

被害を予防するということで、さらに禁煙の普

及啓発などを一層強めていくということが必要

かというふうに思います。 

  それから、健康の保持増進については、やは

り基本的に健康に関する意識向上というのは今

でもやはり大変重要な、これからも重要なこと

だというふうに思います。昨年度から市内を６

地区に分けて地区ごとに健康診査の結果説明会

などを行っているところでありますけれども、

さらにそれを充実をしていくということが必要

かというふうに思います。 

  先ほど古沢議員から余り身近な活動が見えな

いという御指摘もありましたから、その辺のと

ころなども各地域の中でいろいろな活動を展開

をして、地域の皆さんからさらに一層関心を持

ってもらって健康づくりに取り組んでもらうよ

うな工夫をしていきたいというふうに思ってい

るところであります。 

  やはり地域づくりと、それから環境整備とい

うのは健康づくりにとっても大変重要なテーマ

であろうというふうに思っております。そうい

う意味では地域保健と職域保健というものの連

携がさらに必要だというふうに思っております。

今後、協会けんぽと連携をして寒河江市民を対

象にしたがん検診の日程とか健康に関する啓発

チラシなどによる情報提供を一層進めていきた

いというふうに考えておりますし、さらに運動

しやすいような環境づくりということも大変重

要であります。 

  一人一人の御努力も大変重要でありますが、

そういう環境をつくっていく、運動しやすいよ

うな環境をつくっていくということも大事であ

りますから、既存の公園とか施設などをさらに

一層利用しやすいような整備をしていく、そし

て運動に取り組めるような環境をつくっていく

ということにも努力をしたいというふうに思い

ます。 

  健康寿命、改めて申しあげるまでもありませ

んが、お一人お一人が自分の生活習慣というも

のを見詰めて、みずから意識を高めていくとい

うのが基本でありますから、行政はそれを大い

にバックアップしていくということで改善につ

ながっていくのだというふうに思っております。

寒河江市といたしましては、今後とも関係機関

と十分連携をさせていただきながら、そして、

先進事例、御披露いただきましたけれども、先

進事例なども大いに参考にさせていただいて、

知恵を出し合いながらより効果的な施策を展開

していきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 今の市長答弁で私２つ感じたと

ころがありまして、１つは来年１月に中間報告

がなされると。それも楽しみにしておるところ

でございますが、またもう一つは、地域保健と

職域保健をやはり考えていくというか、その辺

に関しても、今回視察に行った中でも小学校区

ごとにどういうふうな病気がこの地域ではある

のかということを何か細かく分析しているとこ

ろらしいんです。山手のほうに行けば喫煙率が

高かったり、そうすることによってそんないろ

いろな施策を打つことができると、そんなよう

なことも先進事例としてはありましたので、ま

た今後いろいろ詰めていきたいと思います。 

  視察の最終日に静岡県三島市に伺い、スマー

トウエルネスみしま推進事業についてお伺いい

たしました。市役所を挙げて20の課、40名でプ

ロジェクトチームを立ち上げ、市民のみならず

地域も、また環境までも健康にしていこうとの

壮大な事業で、健康に対する本気度がうかがわ
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れました。 

  ユニークな事業もありましたので紹介いたし

ます。３人一組のチームが３カ月間脂肪減量を

競い、優勝したチームには減った脂肪量相当の

牛肉などがもらえるなど、上限10キロまでです

けれども、そんなようなことがあったそうです。

みしま健幸大学と称し、まちの至るところで健

康プログラムを開催し、交流促進とにぎわい創

出を図る食の健康、心の健康、体の健康をテー

マに、平成30年度は34講座を開講し、1,825人

が受講しているなど、市民参加も次第に定着し

ているようでした。 

  この事業を伺っても豊富なメニューに驚かさ

れ、市民が自分に合った方法で楽しみながら健

康づくりを行うことができる環境が整っている

と感じてまいりました。 

  今後も寒河江市民の健康づくりに配慮してま

いりたいと思います。 

  続きまして、通告番号17番の防災対策の拡充

についてお伺いいたします。 

  私は先月、11月10日に高田新町町内会の自主

防災組織の訓練に御案内をいただきましたので、

市議会議員として、また防災士として参加させ

ていただきました。 

  訓練に当たり事前に地域の御婦人たちが炊き

出しの講習会に参加されたとのことで、その成

果もあわせて見させていただきました。また、

地域の親睦を図るために芋煮も配られ、芋煮を

食べながら地域防災について和やかに懇親を深

めておられました。常日ごろからこつこつと訓

練をされており、深く感銘をいたしました。 

  そこで、何点か問題点がありましたのでお伺

いいたします。 

  高田新町のように避難場所が２カ所でありま

すが、２つとも公園の場合、雨や雪が降っても

この一次避難場所に行かなければならないのか、

それから二次避難場所の中部小学校に行った場

合、雨風がしのげるところに入れるのかと心配

されておりました。 

  一次的な屋外の避難所、二次的な屋内の避難

所の開設と誘導についてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問の公園やグラウンドの避

難場所でありますけれども、災害の危険から命

を守るために緊急的に避難する屋外の指定緊急

避難場所として位置づけております。屋外の指

定緊急避難場所であります。災害の危険から避

難された市民の皆さんが危険が去るまで、また

は指定避難所などに移動するまでの間、一時的

に滞在するために利用していただくものであり

ます。 

  ただ、災害の状況でありますとか天候の状況

などによって、避難所への移動が困難な場合が

想定されるわけでありますけれども、その際は

各自それぞれが身の安全を確保いただく場所を

探して、その安全な場所に避難をしていただく

と、こういうことをお願いしたいというふうに

考えております。 

  それから、大規模な災害が発生した場合、ま

たは発生するおそれがあって避難した市民の皆

さんが災害の危険性がなくなるまで必要な期間、

ある程度の期間滞在をする、あるいは災害によ

り自宅へ帰れなくなった、戻れなくなった住民

の皆さんが滞在するのがいわゆる屋内の指定避

難所というふうに位置づけているところであり

ます。 

  市のほうで災害対策本部が設置され、指定避

難所の開設運営などが決定されるというふうに

なっております。 

  そして、この屋内の指定避難所開設情報につ

いては、防災行政無線、それから速報メール、

広報車あるいはホームページなどによって市民

の皆さんに周知を図ってまいりますので、開設

されている指定避難所を十分確認していただい

て移動等の対応をお願いするということになっ

ております。 
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  避難する際には目的の指定緊急避難所、それ

から指定避難所までの移動経路の安全などは十

分各自それぞれ確認をいただいて、二次災害に

十分注意をしていただいて避難していただくと

いうことでお願いをしているところでございま

す。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 やはり地域に入りますと正直言

って疑問だらけというように私は感じておりま

したので、今後自主防災会の会長会議とか、そ

ういうものがありましたら、私も自主防災会の

会長をやっておりますので、大いに参加して勉

強しながら市民の安全につなげていきたいと思

います。 

  そのほか、寒河江中央工業団地は日中の人口

が約5,000人と膨れ上がります。付近の避難場

所としては寒河江工業高校と技術交流プラザ脇

の中央工業団地第２号公園の２カ所になってい

ます。 

  日中に発災が起きた場合、避難所としての収

容人口はキャパオーバーになると予想されます。

社員が大勢いて敷地の広い工場や社員数の少な

い中小企業もあり、避難としてはさまざまな形

があると思います。 

  また、工業団地内には地域的にグループ分け

されているともお聞きします。この地域の安全

な避難場所としてどのようにお考えなのかお伺

いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 議員御指摘のとおり、御案内の

とおり中央工業団地、約90社の企業が立地して

寒河江の産業経済の基盤を担っていただいてお

ります。市内外より約5,000名の方が勤務され

ている状況であります。 

  災害時の中央工業団地内の避難ということに

なりますと、中央工業団地近辺の指定緊急避難

場所としては中央工業団地第２公園、それから

寒河江工業高校グラウンドを指定しております。

ここ２つ合わせて１万2,650人が収容可能だと。

屋外ですから。 

  また、指定避難所、屋内になりますが、これ

は寒河江工業高校の柔剣道場を指定しておりま

す。99人が収容可能だというふうになっており

ますが、中央工業団地に勤務している方々が、

今数字を申しあげましたが、一時的に避難して

いただく屋外の指定緊急避難場所、当然全員が

避難可能でありますけれども、屋内になります

と収容の人員が99名ということで、当然制限さ

れるということになってしまうわけであります。 

  ですから、ここをどうしていくかということ

でありますけれども、こういう状況を踏まえて

我々としては、実際、古沢議員も御指摘ありま

したが、立地されている企業の皆さんがその災

害時の対応をどうしていくのか、あるいは避難

行動をどう考えておられるのかということを早

急に我々としても調査をさせていただいて、そ

の調査を踏まえて新たな避難場所を指定する、

あるいはさらには立地企業の施設の利用なども

御協力いただくなどについて、できるだけ早く

検討していきたいというふうに考えております。 

  例えば技術交流プラザもありますし、農協の

本所もあるわけです。それから、学会の会館な

ども見えますので、そういったところをいろい

ろ検討させていただいて、いざというときに無

理をさせていただくなどということを早目に詰

めて、早急に詰めていきたいというふうに考え

ております。 

  それから、議員からもグループ分けされてい

るというようなことでありまして、そのグルー

プごとの指定避難所などについても、確保につ

いてあわせて検討していきたいというふうに考

えております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 ありがとうございます。市長か

らは学会の会館も使ったらいいんじゃないかと

いうことでありますので、私は学会の会館も全
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国どこでも被災あった場合はもう開放して大勢

の方に入ってもらっておりますので、その際は

避難させてくださるようお願いいたします。 

  また、テレビ等での被災者の声を聞くと毎回

のようにトイレのことが問題視されます。特に

水が不足している場合には簡易トイレなども必

要になってくるかと思いますが、月光議員に対

する答弁では簡易トイレについては２万個備蓄

しているとお聞きしましたが、指定避難場所に

は仮設トイレの増設も必要になってくると思い

ます。仮設トイレの増設についての対応をお伺

いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり避難所生活での

トイレの使用というのは健康衛生面でも影響を

及ぼすわけでありますので、大きな課題になっ

ているのは御案内のとおりであります。 

  避難所生活が長期化などをしますとトイレ不

足というものも懸念されまして、ライフライン

と同様にトイレの増設などの適切な対応が必要

でありますので、御指摘のとおり避難場所、避

難所で安心して使用できるトイレを確保すると

いうことが大変大事だというふうに思います。

そういったことから、仮設トイレ、それから防

災機器材などを供給できる事業者との協定など

も早急に結んで、いざというときに備えた対応

を進めていきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 今、市長のほうから事業者との

協定という話が出ましたけれども、大変やはり

それが大事だと思うんです。私も市民でもいろ

いろ協力できることがあれば率先して市の行政

とタイアップして、協力しながら市民を守って

いきたいと思います。 

  また、避難所開設が夜間や休日になった場合、

避難所が無人になった際の鍵の所在は周知され

ているのか、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 避難所の施設の鍵の管理という

ことでありますので、具体的なお話ですので総

務課長よりお答えを申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽信子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 お答え申しあげます。 

  指定避難所は寒河江市災害対策本部の判断に

より開設されるわけでありますが、避難所施設

の鍵は施設の管理者が保管しており、災害対策

本部より施設管理者に連絡して解錠することに

なります。 

  なお、各避難所には開設から閉鎖まで職員を

配置し、避難所の運営を行ってまいります。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 この一般質問はインターネット

でも中継されておりますので、広く市民の方に

これが伝わればいいなと思いますし、今後も私

たちも広く市民の方にお知らせしていきたいと

思います。 

  避難所について担当職員が毎年物資の保管状

況も確認されていると思いますが、その際、地

域の自主防災組織も立ち会ったほうがいいので

はないかと思いますが、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 古沢議員から自主防災組織の会

長としての御質問のような内容の御質問をいた

だきましたが、これについても総務課長のほう

から具体的にお答えを申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 設楽総務課長。 

○設楽信子総務課長(併)選挙管理委員会事務局長

 お答え申しあげます。 

  備蓄物資につきましては、毎年備蓄倉庫の防

災機材の状況確認や食料品の保存期間の確認、

更新を実施し、管理しております。 

  現在は職員による管理を行っておりますが、

議員がおっしゃるように自主防災組織の方から

も一緒に確認していただくことで、どのような

物資が備蓄されているかを理解していただき、
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災害時に迅速に備蓄品を活用できると思われま

す。今後、各自主防災組織の訓練時等に備蓄品

の情報共有を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 備蓄に関しては、私のところに

も数人の方が「防災無線ラジオって鳴るんだ

か」というふうに聞いてくる人も中にはいるわ

けです。「ちゃんと電池とか電源を確認したん

だかや」とかといろいろ話し合いなどをするわ

けですけれども、やはりやりっ放しではなくて

防災無線ラジオもせめて年１回ぐらいは、市が

配っているわけですから、確認する必要が私は

あるんじゃないかなというような感じがいたし

ておりますので、その辺もあわせてよろしくお

願いいたします。 

  夏の暑い時期などに発災があった場合、避難

所にエアコンは整備されているのか、小中学校

の教室にはエアコンの設置が整備されましたが、

避難所としての体育館の使用に関しては全国的

にも徐々に整備が進んでいるようにも伺ってお

ります。エアコンの整備状況とあわせて今後の

課題についてお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 屋内の施設の避難場所について

は、小中高体育館、それから保育所、地区公民

館など30カ所を指定避難所を指定しているわけ

でありますけれども、そのうちエアコンの整備

されている避難所については保育所が７カ所、

それから中央公民館、柴橋地区公民館、さくら

んぼ会館、老人福祉センターの計11カ所になっ

ております。 

  その他の施設はエアコンの設置がないという

ことでありますので、御指摘のとおり今後の課

題というふうに認識をしております。 

  体育館などを使用した特に指定避難所につい

ては多くの皆さんがそこに避難される施設であ

りますから、健康面から暑さ対策あるいは寒さ

対策というのは大変重要になってくるというふ

うに思います。そういう意味で、健康な、ある

いは良好な避難所生活を送るためにエアコンな

どの整備はやはり早急に考えていかなければな

らないというふうに思います。 

  今後の避難所の状況なども踏まえて、温度環

境に配慮した空調設備等の設置を検討していく

必要があるというふうに認識をしております。 

○柏倉信一議長 古沢議員。 

○古沢清志議員 市長からは大変前向きな答弁を

いただきまして、ありがとうございます。 

  私も昔サラリーマンのころ、朝日岳に登った

際に脱水症状を起こしまして、もう山に登った

きりあと帰ってこれないんじゃないかな、死ぬ

思いをしたことがありまして、非常に脱水症状

といっても非常に苦しい思いをするわけです。

その辺でやはり夏場の暑い時期にエアコン等が

あれば助かる命も助かるんじゃないかなという、

多くの方を救えるんじゃないかなという感じが

いたしております。 

  ことしの台風15号、19号が大きな被害をもた

らしました。隣の宮城県丸森町でも大きくテレ

ビ等で悲惨な状況が報道されておりました。死

者10名、行方不明がいまだに１名いらっしゃる

とのことで、大参事になってしまいました。山

間部はいまだに手つかずの状態のようです。 

  また、同じ宮城県でも松島に近い大郷町には

吉田川が流れており、この台風19号で川が決壊

しましたが、地域の自主防災組織と行政が一体

となって早目の避難を呼びかけたため、一人の

死者もけが人も出さず難を逃れたそうでありま

す。 

  早目早目の行動と地域住民による常日ごろの

訓練がいかに大切なものかがうかがわれます。

私たちも地域住民の安全・安心を心がけてまい

りますことをお約束し、一般質問を終了させて

いただきます。ありがとうございました。 

 



 - 81 - 

國井輝明議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号18番、19番について、

13番國井輝明議員。 

○國井輝明議員 おはようございます。本日は中

小企業振興基本条例、また放課後児童クラブの

整備について、２点について質問をさせていた

だきたいと思いますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

  早速質問させていただきます。 

  私は寒政・公明クラブの一員として、また、

このたびの質問に関心を持つ市民を代表し、質

問させていただきます。 

  初めに、通告番号18番、中小企業振興基本条

例の制定について質問いたします。 

  この質問に関しましては、平成29年第４回定

例会で遠藤智与子議員が質問されておりました。

また、私自身、地域経済学、農業経済学を専攻

にされている日本の経済学者、京都大学名誉教

授岡田知弘氏の講演を聞き学ばせていただき、

共感し感銘を受けた内容に触れながら質問をさ

せていただきますので、これまでの検討や今後

のあり方について御答弁いただければ幸いです。 

  小規模企業振興基本法（小規模基本法）は、

経済産業省が提出した基本法としては、昭和38

年に制定された中小企業基本法に次いで２つ目

となり、大きな方向性を打ち出すものとして今

後長期にわたり施策策定の重要な指針となりま

す。 

  中小企業基本法は、当初大企業と中小企業の

格差是正を目的としていましたが、1990年代後

半以降、中小企業を我が国の活力の源泉として

捉え、創業やイノベーションを後押しする流れ

に変化しました。 

  グローバル化、少子化、高齢化など、我が国

の直面する課題が複雑化した現在、小規模事業

者の重要性が見直されております。小規模なら

ではの強みを生かし、きめ細やかな商品、サー

ビスを提供し事業を継続している事業者は、地

域から日本経済を支える重要な存在と言えます。

そうした小規模事業者が日本経済の中心として

活躍できるよう、今後長期にわたって環境整備

をするための法律が小規模基本法であります。 

  この小規模基本法のポイントは４つあるとい

います。１つ目は、小規模ならではのきめ細か

い商品、サービスを提供する事業者が活躍でき

る環境を整えるということ。２つ目は、小規模

事業者が女性、若者、シニア等、多様な人材を

活用できるよう支援していくということ。３つ

目は、小規模事業者を地域経済の担い手として

捉えるということ。４つ目は、これら３つのポ

イントが実現できるような具体的な支援のため

のネットワークの構築が挙げられます。 

  こうした法律のもと、小規模事業者持続化補

助金等の制度をつくるなど、地域を支える事業

者を維持継続できるよう国として支援を行って

いるところであります。 

  寒河江市においても国の制度を活用しながら、

また、本市独自の施策として市内の中小企業を

御支援をいただいていることに感謝いたします。 

  このたびは、地域内で経済を循環させ、中小

企業に活力を与え、地域経済を活性化させる観

点から質問させていただきます。 

  最初になんですけれども、災害が多く起こっ

ている現代において誰が地域をつくり支えてい

くのかと考えたときに、中小企業者の位置づけ

は大変重要と考えます。 

  その理由として、１つに東日本大震災でも熊

本震災でも被災者が危機の１週間を乗り切れた

のは地域の中小企業者の創意工夫と全国的な中

小企業ネットワークを生かした支援があるから。

もう一つに、地域経済の再建のため産業復興、

まちの復興に貢献しているのも地域の中小企業

者であり、東京に本社を置く企業に発注しても

地域再生の持続的な力にはならないということ

があるからです。 
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  まずは中小企業者をどのような位置づけとし

て考えておられるのかをお伺いいたします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 國井議員から中小企業の位置づ

けについてどう考えているのかという御質問で

ありますが、独立行政法人中小企業基盤整備機

構によりますと、国内企業に占める中小企業の

割合というのは99.7％ということであります。

本市だけじゃなくて全国各地の地域経済と雇用

を担っているのは中小企業であると言えるかと

思います。 

  中小企業は地元の消費者、それから取引先と

密接にかかわっておりますし、物品やサービス

を提供して市民の日常生活を支えている基盤に

なっております。地域の経済の振興、それから

御指摘もありましたが、魅力あるまちづくりと

いう観点からも大変重要な存在であるというふ

うに認識をしております。 

  それから、これも議員からお話がありました

が、中小企業間の全国的なネットワーク、つな

がりなどを生かして災害時の危機管理、対応、

復興にも大変大きな力になっているということ

をよくお聞きするところでありますので、寒河

江市としても中小企業に対しましてはさらに今

後とも一層積極的な支援をしていかなければな

らない存在であるというふうに思いますし、と

同時に、ともに手を携えて寒河江の活性化、地

域の活性化に努力をしていきたいというふうに

も考えているところであります。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 これからも積極的に支援をして

いきたいということで、大変うれしい言葉を答

弁いただいたなというふうに思っております。 

  次に質問させていただきますけれども、地域

経済をつくる、地域社会を維持する最大の経済

主体、それは中小企業、業者、農家、協同組合、

ＮＰＯ、そして地方自治体であり、それらの再

投資力をつけることこそ重要であると考えます。 

  そのための手段として中小企業振興基本条例

が注目されております。全国に目を向けますと

443市区町村で制定されており、道府県レベル

では山形県を含め44にもなります。特に大震災

後、制定自治体は急増しているとも伺います。

県内自治体では飯豊町、米沢市、天童市、川西

町、村山市、山形市、そして尾花沢市が制定さ

れております。 

  なぜ今その中小企業振興基本条例に関心が高

まっているのか、それには経済のグローバル化

と構造改革による地域経済の衰退が考えられる

といいます。１つに、大企業を中心とする海外

進出と輸入促進政策による地場産業、農林水産

業の衰退。１つに、構造改革政策による東京へ

の富の集中と地方の衰退加速。１つに、三位一

体改革、平成の大合併以降、地方再生圧縮によ

る地域建設業の衰退が進んだことが理由として

挙げられます。 

  また、災害が続発しており、地域で暮らし続

けることが困難になると考えられております。 

  こうした課題解決に生かそうと中小企業振興

基本条例を制定される自治体がふえているので

す。こうしたことについて中小企業振興基本条

例に対する本市の考え方についてお伺いいたし

ます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 このお尋ねの中小企業振興基本

条例については、寒河江市では未制定、制定さ

れておらないということでありますが、その大

もととなる中小企業基本法には、中小企業に対

する施策の策定と実施は地方公共団体の責務で

あるというふうに規定をされております。そう

いったことで、寒河江市としても国や県の施策

を活用しながら中小企業向けの融資制度あるい

は補助制度などを実施して、地元中小企業の振

興にこれまでも努めてきたところであります。 

  制定されている自治体の条例などを拝見しま

すと、中小企業振興基本条例というのはこれま
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で以上に中小企業振興に関する市の責務をより

明確にして、市民の理解と協力を得ながら官民

挙げて地元の中小企業の振興に努めるというこ

とについて定めているということになっており

ます。そういった意味では、地域経済の活力維

持発展に資するための条例ではないかというふ

うに認識をしております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 １つの私の制定に向けた考え方

について地域内循環という考え方がありますの

で、その点をちょっとお尋ねをさせていただき

たいと思います。 

  地域が活性化するということ、それは地域内

投資力と地域内経済循環が重要であると伺いま

した。高度成長期以来、大型公共事業と企業誘

致施策で地域活性化がなされておりました。し

かし、時代は進み、従来の政策ではうまくいか

なくなってきているとも伺いました。 

  地域が活性化する、豊かになるとは、住民一

人一人の生活が向上することとして、地域内に

ある経済主体、先ほどもちょっと触れましたけ

れども、中小企業、業者、農業、協同組合、Ｎ

ＰＯ、そして地方自治体でありますが、それら

が地域に再投資を繰り返すことでそこに仕事と

所得が生まれ、生活が維持拡大されることであ

ると伺いました。地域内での取引網を太くし、

地域内循環をつくれば多くの住民の生活向上に

つながるのではないでしょうか。 

  では、具体的にどのような取り組みが必要な

のかというと、その取り組みの１つに、販売市

場は他地域、市外です。東京や大阪でも構いま

せんし、海外でも構いませんが、販売の収益が

地元地域に還流し、それが地域内で循環すれば

経済効果が大きくなること。１つに、進出企業

にはできるだけ地域内から商品、サービス、雇

用を調達してもらうこと。１つに、観光客の招

致による観光消費額も重要な市場であり、これ

を地域内で循環させること、また、住民の消費

も地元のお店で購入すれば地域内に循環し、再

投資力を高められること。こうした取り組みを

実行することにより中小企業に活力を与え、地

域の活力につながると考えますが、いかがでし

ょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 地域内経済循環の取り組みにつ

いてどうかと、こういうことでありますが、御

指摘のような循環をしていくためには、ある程

度の規模の大きな自治体などでは必要な物品と

かサービスの入手を地域内で調達できる、可能

であるというふうになろうかというふうに思い

ますが、御案内のとおり寒河江市のような規模

になりますとどうしても地域内では賄えない物

品やサービスがあろうかというふうに思います

し、また、今はインターネット通販というもの

が普及しているわけでありまして、市外の業者

と価格を比較して安いほうを購入するという、

こういうできるような環境というんですか、そ

ういうものが整ってきているので、地域内だけ

で経済循環を図っていくということにはなかな

か課題も多いのではないかというふうにも思い

ます。 

  ただ、しかしながら、地域経済を今まで以上

に活性化させていく、要するに血液の循環をよ

くしていくという取り組みをしていく、その効

果によって地元がさらに潤っていくという仕組

みを知恵を出し合いながらいろんな取り組みを

していくということは大変重要なことでありま

すし、また、可能な限りそういうことができる

部分が多々これからもあるというふうに思いま

すから、そういう取り組みを進めていくことは

地域にとって地域の活力を維持発展させていく

上では大変重要なことだというふうに認識をし

ております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 やはりこの寒河江市というより、

ある程度の大きな自治体で大きな規模だと循環
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ができる。しかしながら、寒河江市はちょっと

なかなかマッチしていませんが、実際そういっ

たことをしっかりと市長もちゃんと流れをつく

るようなことを考えてくださっている答弁をい

ただきましたので、大変安心しているところで

あります。 

  最後の質問になりますけれども、地域内で経

済を循環させ、中小企業に活力を与え、地域経

済を活性化させるための議論をさせていただき

ましたが、寒河江市としてこれまでの検討結果

も含め中小企業振興基本条例を制定すべきと考

えますが、いかがでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 中小企業振興基本条例について

は、もちろん先ほど御披露がありましたが、県

内でも幾つかの自治体で制定をしておりますの

で、寒河江市におきましてもこれまで他の自治

体の動向とか事例などを大いに参考にしてさま

ざま検討してまいりましたが、我々としては市

内中小企業の発展なくしては寒河江市の発展は

あり得ないという基本的な考え方で持っており

ますので、市として地元の中小企業の活力維持、

それから地域活性化を図るために、今後関係機

関等の意見なども十分お聞きをしながら、条例

の制定に向けてその準備を進めていく必要があ

るというふうに認識をしております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ぜひいろいろ御協議いただきな

がら、条例の制定に向けてしっかりと進めてい

ただきたいというふうに思っているところであ

ります。 

  次に、通告番号19番、放課後児童クラブの整

備計画について質問させていただきます。 

  寒河江市の放課後児童クラブは現在15のクラ

ブが設置完了となっております。これまで計画

された全てに設置完了となっておりますが、放

課後児童クラブの利用者増に伴い中部小学校区

では第４わんぱくクラブを六供町公民館に設置

するなど、対応されてこられました。 

  これからの放課後児童クラブの利用者の変動

を考えたときに、現在ある15の施設で利用者の

ニーズに応えられるものなのかお伺いいたしま

す。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど國井議員からもありまし

たが、寒河江市では現在全ての小学校区に放課

後児童クラブがあるわけであります。15クラブ。

15クラブの運営については９つの運営委員会に

委託をさせていただいているところであります。

特に市の中心部にあるクラブにおきましては利

用児童数が多いわけでありまして、１つの運営

委員会が複数のクラブを運営していただいてい

るということになっております。 

  今後の各学区ごとの児童数などを推移を見て

いくと、多くの学区では児童数は減少していく

のではないかと、こういうふうに見込まれてお

りますけれども、寒河江中部小学校区だけは宅

地造成の効果などもあって増加する見込みとい

うふうになっております。 

  そうしたことから、寒河江中部小学校区のわ

んぱくクラブ以外については、保護者の就業率

の向上なども考えられ利用率が増加することは

見込まれますけれども、総体的には利用数は横

ばいで推移するのではないかというふうに考え

ておりますから、現施設での受け入れは可能で

はないかというふうに考えております。 

  ただ、先ほど申しあげましたが、わんぱくク

ラブについては現在も市内で最も大きい児童ク

ラブでありますので、今後も利用者の増加が見

込まれるということでありますから、現在４つ

施設があるわけでありますけれども、４施設だ

けでは児童の安全を確保した受け入れができな

くなる可能性があるのではないかという認識を

持っております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 ただいまの答弁の中で、やはり
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中部小学校区では増加傾向でありますがほかで

は減少傾向にあるというようなことで、今後の

考え方についてもある程度御答弁はいただいた

ものですけれども、次の質問をさせていただき

たいというふうに思います。 

  今後の整備計画についてでありますけれども、

先ほども触れましたが、寒河江市の放課後児童

クラブは現在15のクラブが設置完了となってお

ります。先日、上棟式がとり行われ、地区民か

らは完成が待ち遠しい、柴橋地区多世代交流セ

ンター内にはやまびこクラブが再整備されるな

ど、施設の更新も進められております。 

  さきの質問にもお答えいただきましたが、利

用者の変動や施設が多数あるクラブがあること

を考慮したときの今後の整備計画をどのように

お考えなのか、お伺いさせていただきます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 キャパ的には先ほど答弁を申し

あげましたが、これから御答弁申しあげますの

は運営についての答弁をさせていただくことに

なるんであります。 

  15クラブのうち民間の施設を借用して運営し

ているクラブが４クラブあるわけであります。

いずれも市中心部の複数のクラブを運営してい

るクラブで、同じ小学校の子供たちが要するに

別々の場所にある児童クラブで過ごしていると

いう状況にあるわけです。ねっこクラブ、なか

よしクラブ、わんぱくクラブと、こういうふう

になっているわけでありますけれども、平成30

年９月に国が策定した新放課後総合子どもプラ

ンというものがありますが、この中では新たに

放課後児童クラブを整備する場合は学校施設を

徹底的に活用することとなっておりまして、学

校外で放課後児童クラブを実施している場合で

もニーズに応じて小学校の余裕教室等を活用す

るのが望ましいというふうになっているんであ

ります。 

  そういったことから、今後民間の施設を借用

しているクラブについては、教育委員会、学校

とも十分協議をしながら、学校の余裕教室ある

いは学校の敷地内でできないか、整備を考えて

いきたいというふうに考えております。 

  先ほど答弁申しあげましたわんぱくクラブに

ついて増加する利用希望者の児童が想定されま

すので、受け入れが困難になる可能性があると

いうことがあるのではないかと申しあげました

が、我々としては万が一にも待機児童が発生す

ることがないような施設の整備について、運営

委員会の皆さん、それから教育委員会、学校と

も十分協議しながら対応を進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 学校側とも十分協議をして進め

たいということで、次の質問に関係があります

ので質問させていただきたいと思います。 

  先ほど市長からも答弁がありましたとおり、

放課後児童クラブはできるだけ私自身も小学校

の近くに設置したいというふうな考えがありま

す。 

  これに関係して、現在寒河江市立学校のあり

方検討委員会を立ち上げ、統廃合を含めた検討

が進められております。この検討結果について

は丁寧な議論が必要であるため時間もかかるこ

とが予測されますが、放課後児童クラブの整備

計画との関係性をどのように考えていくのか、

お伺いをさせていただきたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 学校の今後のあり方につきま

しては、ことし７月に寒河江市立学校のあり方

検討委員会を立ち上げ検討を開始しております。

その後、10月に２回目の会議を開催したところ

でございます。 

  この学校のあり方検討委員会と放課後児童ク

ラブの整備計画との関係性という御質問でござ

いますが、正直申しあげて検討委員会の中では

まだ具体的な検討を行う段階までには進んでい
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ないというところであります。 

  ただ、学校と放課後児童クラブの運営につき

ましては、先ほどもありましたが、新放課後総

合子どもプランにおきましては運営は一体的に

行うべきだと、こういうふうになっております

ので、教育委員会としても一体的に考えるべき

ではないかというふうに思っているところでご

ざいます。 

  児童クラブを学校の外へ設置した場合、授業

が終わると学校からクラブまでは子供たちだけ

で移動することになり、交通事故あるいは事件

等に巻き込まれる危険性もあるわけでございま

すので、学校内であれば子供たちの安全を確保

することができるとともに、体育館、グラウン

ドを利用して伸び伸びと活動をすることができ

るということであります。 

  このようなことから、教育委員会としまして

も放課後児童クラブはできるだけ小学校の近く、

できれば学校敷地内に設置するのが望ましいと

いうふうに考えているところでございます。 

  これから小学校のあり方について具体的な検

討に入っていくわけでございますが、子育て推

進課と連携しながら余裕教室の活用など、放課

後児童クラブのあり方も含め検討してまいりた

いというふうに考えているところでございます。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 私もちょっと舌足らずな質問で

ありますが、やはり学校が終わってから施設に

移動するまでの間にいろんな交通事故なりいろ

んな事件性に関係してしまうということもあり

得るかと思ったので、やはり近くに必要だとい

うふうな質問であったので、そうしたことも含

めてしっかりと御答弁をいただいたなというふ

うに思っておりますので、これからもこうした

こともいろいろ踏まえながらいろいろ考えてい

っていただければなというふうに思っていると

ころであります。 

  そうした中で、第６次寒河江市振興計画の中

身に触れたいというところでありますけれども、

第６次寒河江市振興計画、この行動計画では今

後西根地区の放課後児童クラブを整備される予

定となっておりますが、現在３カ所あるねっこ

クラブをどのように整備するお考えなのか、整

備計画についてお尋ねさせていただきます。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 西根小学校区には、今國井議員

からもありましたが、１つは小学校体育館ミー

ティングルームを使用しているねっこクラブ、

それから民間施設を借用しているねっこクラブ

第２と、それから第３が３施設に分かれてある

わけであります。 

  先ほど教育長のほうからもありましたが、今

後の放課後児童クラブの整備については学校施

設の活用、それから学校敷地内での整備が望ま

しいというふうに我々も考えているところであ

ります。 

  ねっこクラブの第２、第３については民間施

設ということになって現在はおるわけでありま

すので、いろいろこれまでもいろんな状況を拝

見しますと、施設が学校から離れてしまうとい

うことで、遊び場もなくて、また、国道112号

も挟んでなどということがあって大変移動する

のに危険だなどということをお聞きしておりま

す。 

  これから冬場などは大変だというふうに言わ

れてお聞きしておりますので、そういう意味で

は学校の敷地内、あとは校内ということになれ

ば移動せずに、そしてグラウンドとか体育館も

活用できるということになれば、大変子供たち

も伸び伸びと、そして安全に過ごせるというふ

うに思っているところであります。 

  ですから、そういったことを考えますと、３

つのクラブが一緒に学校の施設あるいは敷地内

で運営できるように、教育委員会、それから西

根小学校とも十分協議連携をしていきたいと。

そして、できるだけ早く整備ができるように進
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めていきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 國井議員。 

○國井輝明議員 前向きな御答弁をいただきまし

てありがとうございます。大変よい答弁をいた

だいたなというふうに思っております。 

  最後になりますけれども、政府は平成27年４

月より子ども・子育て支援整備交付金をスター

トさせております。行政の執行部のほうではち

ゃんとデータを持っているとは思いますけれど

も、これは放課後児童クラブ及び病児保育事業

を実施するための施設の整備を促進することに

より、放課後児童対策の推進を図るとともに、

病後児保育事業の推進を図ることを目的として

おります。 

  この交付金要綱の整備区分、創設及び改築に

おいては、待機児童の解消のための放課後児童

クラブの整備を行う場合については、国が３分

の２、県が６分の１、市町村が６分の１という

軽負担で建設できるとあります。 

  私たち議員としてこのように一般質問する際

には議員間でも情報交換を行っているところで

あります。このたびは後藤健一郎議員とお話を

したところ、こうした情報提供をいただいたと

ころであります。 

  我々は行政に対し、あれが必要、これが必要

ということだけではなく、みずからもまた市民

からいただいた血税を無駄にしないことは当然

のこと、必要な施設整備であれば負担を軽減し

つつ、よいものをつくるための方法はないもの

か考えているところであります。 

  こうした考えのもと、ねっこクラブの整備に

ついては先ほど申しあげたメニューに該当する

のであれば、これを活用し整備を行ってほしい

というふうに考えております。 

  以上のようなことを申しあげ、このたびの私

の質問を終わらせていただきたいと思います。

このたびもありがとうございました。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午前11時５分といたします。 

 休 憩 午前１０時５０分  

 再 開 午前１１時０５分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

沖津一博議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号20番から22番までにつ

いて、12番沖津一博議員。 

○沖津一博議員 まず、先日、アフガニスタンの

地で銃弾に倒れました中村 哲医師の亡くなっ

たというニュースを聞き大変驚き、心から追悼

の誠をささげ、お悔やみ申しあげます。 

  平和は武器と武力では守れないというみずか

らの意思を傍らに、砂漠を緑に変えたいという

農業の改革をしてきた方です。このような意向

を受け継ぎ、私たちも市民とともに平和を守る

活動を行っていかなければならないと改めて決

意をした次第でございます。 

  早速ですが、質問に入らせていただきます。 

  初めに、通告番号20番、古代ロマンと地域活

性化について、田代巨石群の活用について。 

  現在の田代地区は、人口減少や高齢者で限界

集落に直面しています。200軒近くあった家も

70軒程度に減り、人口も300人から140名程度に

減少しました。このまま進めば地区としての存

在が危ぶまれる状況となります。 

  それでも、旧田代小学校を改築し、宿泊施設

を伴った学びの里ＴＡＳＳＨＯを開設したこと

は大きな一歩であります。ここに滞在して子供

から大人まで体験学習を通じて自然に対するい

ろいろな学び、都会では経験のできないことが

たくさんあります。 

  私は天文学や考古学はよくわかりませんが、

この地域には縄文時代につくられた巨石や星座

オリオン座に倣った山が存在していることがわ

かりました。また、上田代地区には縄文時代の
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石器も見つかっています。 

  この田代地区を縄文時代の石器探しや巨石散

策の拠点とした構想ができると思います。この

ことで学びの里ＴＡＳＳＨＯを活性化し、来客

をふやすことができると思います。 

  最近、縄文時代のよさが全国で注目され、南

北海道の遺跡や青森県三内丸山遺跡を代表とす

る世界遺産登録を目指して活動している状況に

あります。 

  縄文時代は戦いもなく１万6,000年続いたと

言われております。なぜこれだけ長く続いたの

か、古代歴史を考えるよい機会ではないかと思

います。 

  現代人は仕事や生活に追われ、人間としての

本来の生き方を忘れているような気がしてなり

ません。また、葉山の麓には大円院跡がありま

す。役小角という有名な修験者が開いた場所で

もあります。奈良県の吉野に役行者が開いた金

峯山寺蔵王堂があり、この地区は世界遺産に登

録されております。 

  田代の山々から見おろす山形市や上山市の夜

景はすばらしいものがあります。10月、11月に

は天候のよい日には雲海も見られ、こういった

古代ロマンや人間と太陽、そして星との関係に

興味を持つ人は全国に大勢いると思います。 

  これらを活用し、学びの里ＴＡＳＳＨＯを全

国に発信し、田代ににぎわいを取り戻してはい

かがかと思いますけれども、市長の見解を伺い

たいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 沖津議員から田代の活性化につ

いて御質問いただきましたが、先ほどありまし

たけれども、田代地区の地域づくりの拠点とな

る学びの里ＴＡＳＳＨＯ、昨年４月にオープン

をさせていただきました。運営は地域の方々で

組織するＮＰＯ法人が行っていただいておりま

す。 

  昨年度は小中学校の合宿、それから大学生な

どを中心にして、宿泊者数は1,000人を超えて

おります。また、レストランたしろ亭も多くの

方から御利用いただいているところであります。 

  このＮＰＯ法人については年間を通して里山

体験プログラムを実施してもらっています。豆

腐づくりとか天下森トレッキングとか、先ほど

お話ありました星空の観測でありますとか、そ

れから、冬場スノーシュートレッキングなども

していただいて、多くの方から御参加をしてい

ただいているところであります。 

  御質問の巨石の御質問でありますけれども、

研究者の方あるいは愛好者の方でつくるイワク

ラ学会が主催をするサミットが去る９月に宮城

県の白石市で開催されたと聞いております。山

寺の立石寺、それから田代地区の巨石を視察す

るというような記事も新聞で拝見させていただ

きました。 

  これまで田代地区に存在する巨石に関するこ

とについては直接研究者の方から具体的なお話

をお聞きしてはおりませんが、資料などを拝見

させていただきますと大変ロマンあふれるお話

だというふうに拝見したところであります。 

  御提案のように多くの方が訪れるきっかけと

なれば、田代地区の地域の活性化にもつながる

ことになろうかというふうに思います。今後い

ろいろな機会を捉えて地域の方々や、あるいは

専門家の方々からいろいろお話をお伺いをして

いきたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 どうも答弁ありがとうございま

す。 

  10月の連休を利用して徳島県から一級建築士

をなさっておられます岡本静雄さんという方が

その場所に来まして、たまたま連休ですので６

日間ぐらいの予定で来たんですけれども、すば

らしいところだということで山の中に１週間ほ

ど泊まって、東西にひもを張ったりして、ちょ

うど調べて何かをしているところに私はたまた
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ま連れていってもらって見てきたんですけれど

も、すばらしいところだと、日本そのものだと

言うわけです。私はその日本そのものとはどう

いう意味だかはちょっとわからないんですけれ

ども、日本の原点というか、そういうものだっ

たのかなというふうに感じてきたところであり

ました。 

  巨石については約4,000年前の縄文中期から

後期にかけて人工構築物、磐座ということであ

ります。古代人にとって太陽の観測装置であり、

重要な祭礼の場所でもあったと思われます。太

陽の動きを観測し、四季の移り変わりを判断し

ておりました。 

  また、当時正月における太陽の復活を願った

場所でもあり、祭殿の前では復活祭を行ってい

たと思われます。鏡石隣の岩のＶ字の岩には秋

春分の日、秋の秋分の日と春分の日です。太陽

の光がそこの場所から観測できるということで、

季節がわかっていたのではないかなというふう

に思います。 

  山全体を御神体としており、冬至前後には巨

石は黄金に変化する石など貴重な遺跡が多くあ

り、後世に残していくとともに多くの興味ある

方々に田代にお越しいただいて、また、点在す

る遺跡を見て歩くためにも散策路の整備も多少

しなければなりませんが、大きな新しい観光資

源になる可能性は十分にあると思います。 

  教育長の見解を伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 沖津議員から御質問ございま

した田代の巨石群でありますが、縄文時代の古

代人にとって太陽の観測装置とか、あるいは祭

礼をした場所ではないかということでございま

すけれども、このお話は大きな石が重なり合っ

た威風堂々のさま、そして眺望のよさも相まっ

て、古代へのロマンを大いにかき立てるものだ

なというふうにお聞きしたところでございます。 

  日本には秋田県あるいは北海道に多く見られ

るストーンサークルと呼ばれる巨石群がござい

ますが、天文台説あるいはお墓という説あるい

は祭祀をした場所ではないかという説、これら

を組み合わせた説などがあって大いに興味をか

き立てるものでございますが、この巨石群がつ

くられたのは、先ほど議員から御指摘があった

とおり縄文時代の中期から後期だというふうに

言われております。 

  田代の巨石群の近くには田代水上遺跡がござ

いますけれども、この遺跡は縄文時代の早期か

ら前期の遺跡でありまして、周辺には縄文の中

期、後期の遺跡は発見されておりません。それ

で、縄文の中期、後期の人々が田代の巨石群に

おいて活動していたという確実な証拠は残念な

がら現在のところは確認できていないというと

ころであります。 

  また、この田代の巨石群の石質でございます

が、周囲の地盤も含め葉山の噴火でできた火山

岩であるというふうに推測されておりますので、

巨石群の周囲から土器とか石器等の遺物散布、

いわゆる人々が生活したのではないかという、

そういった証拠になる遺物散布が確認されてお

りませんので、巨石群が人工の構築物であるか

どうかの判断は現時点では難しいのではないか

と教育委員会としての見解でございます。 

  教育委員会としましては、文化財の指定ある

いは保存活用ということが教育委員会の行うそ

ういった立場でございますので、教育委員会の

立場としては、大変申しあげにくいことではご

ざいますが、田代の巨石群を遺跡として情報発

信をしたり、あるいは散策路を設けて周辺の整

備などをしていくには、確かな学術的根拠のも

と考古学的な見地から判断する必要があるとい

うふうに考えているところでございます。 

  田代の巨石群は観光資源及び地域おこしの素

材としては大変魅力のあるものだというふうに

思いますが、現時点では遺跡であるというふう

な確証が得がたいものでございますので、今後
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の推移を見守っていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 私が今質問をさせていただいて

おりますが、先ほど教育長のほうからもありま

したように、観光地あるいは興味のある方に来

ていただければそれでいいわけでありまして、

何も教育委員会がこの石は価値がありますよな

んて言ってもらわなくても結構なんです。私と

しては。 

  そういうものだなというふうに思っておりま

すし、全国にこういった興味のある方は大勢い

ますし、パソコンなどにもアクセスなどもどん

どん来ておるというふうに聞いておりますので、

そういったところで好きな方、興味のある方に

とっては非常に価値があるものでありますので、

そういうことなのかなというふうに思っている

ところであります。 

  東日本大震災を経験した我々世代は、これか

ら来るであろう災害に備えなければなりません。

田代の巨石は不安定と思われる続石の巨石であ

ってもびくともしませんでした。 

  我々現代人も古代人の残した遺物から知恵を

学び取る必要があります。超古代人の築いた巨

石文化は現在忘れ去られようとしております。

まだまだ山深くに眠っております。太陽の光を

確認する田代の巨石の類いは今のところ岐阜県

金山巨石群、愛媛県松山市白石の鼻と言われる

ものの、全国３例しかありません。大切に保存

しなければならないと思っております。 

  市長の見解があればお伺いして、この質問を

終わりたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 我々としては田代地区というの

は出羽三山の山岳信仰で栄えた葉山の中腹に位

置するさまざまな地域資源を有しているところ

であって、里山の風景など美しい自然も色濃く

残っている、そういう意味で日本の原風景とい

うふうに言われた方もこれ一理があるのかなと

いうふうに私も思っております。 

  そして、この巨石については御提案のように

興味を持たれている方々にとっては田代地区を

訪れて、あわせて地域の魅力なども知っていた

だいて、いろんな情報を発信していくことにつ

いては大変ありがたいことだし、そういうこと

が地域づくりを後押しする取り組みになってい

くんだろうというふうに思いますので、議員か

らお聞きをした内容などについてぜひ地域の皆

さんともいろいろ情報交換をしながら、共有を

しながら何ができるか考えていきたいというふ

うに思います。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 御答弁ありがとうございました。

私もできれば多くの皆様に来ていただいて田代

をにぎやかにしていきたいなというふうに思っ

ておりますので、少しは興味を持って今後して

みたいなというふうに思っているところであり

ます。 

  次に、通告番号21番、姉妹都市交流の考え方

についてお伺いいたします。 

  先月21日の読売新聞によれば、日韓関係の悪

化を影響とした韓国人訪問客の減少がとまらな

いと、10月の韓国人客は過去最低最悪水準の前

年度比65％減となり、訪日客全体もマイナスに

転じた。日韓とも航空観光業の打撃は深刻だ。

政治リスクの影響が大きい近隣国への依存度を

下げるためにも幅広い地域から訪問客拡大が求

められていると掲載がありました。 

  これまで行政を初め、民間団体、農協、文化

スポーツ団体など多方面での交流を続け、2020

年東京オリンピック・パラリンピックのスケー

トボードホストタウンになるなど交流も深めて

きましたが、このような状況であるときこそ姉

妹都市交流をもっともっと進めるべきと思い質

問をさせていただきます。 

  まず、寒河江市と安東市の友好交流を深めて
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きた経緯と経過についてお伺いいたしたいと思

います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市と大韓民国安東市との

友好交流のこれまでの経過、歴史などについて、

企画創成課長のほうから具体的にお答えを申し

あげたいと思います。 

○柏倉信一議長 企画創成課長。 

○中田隆行企画創成課長 お答えいたします。 

  安東市とは昭和49年２月に姉妹都市締結を行

っておりますが、当時の駐仙台大韓民国領事が

安東市出身で、本市のさくらんぼ栽培に興味を

持たれたことがきっかけとなっております。以

来、相互訪問を中心とした交流を継続しており、

近年の状況としましては、平成26年10月に姉妹

都市締結40周年を記念し、安東市長、市議会議

長を初めとする12名の訪問団を本市にお迎えし、

記念植樹や交流発展宣言を行っております。ま

た、平成27年、29年には議長を初めとする訪問

団が安東市を訪れ、市長、議長と意見交換を行

ったほか、安東国際仮面舞フェスティバルに参

加しております。 

  なお、先般の渡邉議員の御質問の中でも答弁

しておりますが、本年５月には市長が姉妹都市

締結45年を記念し２回目の訪問を市国際交流協

会役員の皆様と行っております。 

  さらに、民間レベルでは、平成７年にＪＡさ

がえ西村山と安東農協が姉妹農協締結、平成10

年には寒河江さくらんぼロータリークラブと安

東中央ロータリークラブが姉妹クラブの締結を

行っているほか、平成28年には韓国美術協会安

東支部主催の国際儒教文化書芸大会に寒河江市

書道会の会員の皆様が出品し、芸術文化の交流

を図っております。 

  そのほか、本市においては駐仙台大韓民国総

領事館とも連携を図りながら、交流事業の円滑

な実施に努めております。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 どうもありがとうございました。

大変姉妹都市締結してから月日がたっているん

だなというふうに今感じたところであります。

さまざまな事業も行っていただいているんだな

というふうなことでございます。 

  ６年ほど前、先ほどもありましたけれども、

寒河江の議長さんが向こうに行ったときに、ぜ

ひ向こうの議長さんも来てくださいなんていう

ことで、次の年たしか予算もとったんですけれ

ども、流れた経緯もありました。そんなことで、

来年あたりぜひまた復活させて呼んでいただけ

ればなというふうに思っているところでござい

ます。 

  次に、友好交流の現状と評価と課題について

伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 大韓民国安東市との姉妹都市締

結以来、45年になって交流を継続しているわけ

でありますけれども、これには相互理解、それ

から信頼関係というものが土台になっているわ

けであります。大変我々としては意義深い45年

なのではなかったかというふうに思います。 

  交流の経過、先ほど課長のほうからも答弁申

しあげましたが、民間での交流も活発に行われ

ているところでありまして、姉妹都市の意義な

ど市民の皆様からも御理解をいただいていると

いうことになろうかというふうに思います。 

  今回、来年の東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会の寒河江市のホストタウンを大韓

民国として申請をして今やっているわけであり

ますけれども、その大きな要因には安東市との

姉妹交流がその底辺にあるというふうにも思っ

ているところであります。 

  御指摘のとおり報道などによりますと韓国か

らの訪日観光客などが激減をしている、航空機

路線の廃止あるいは減便などが行われて、経済

への影響も大変大きい地域もあるというふうに

も聞いているところであります。 
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  私どもは今後とも安東市との深い友好のきず

なはこれからもいささかも変わるものではあり

ません。 

  しかしながら、隣国であって国家間の関係と

いうのは大変やはり重要なものだというふうに

思いますので、今後よい方向に向かっていくこ

とを強く期待しているところであります。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 市長からもますますこれからも

したいということでありますので、大変すばら

しいなというふうに思っております。 

  また、友好交流の考え方についてお伺いしま

すが、一昨年ほど前、10月に安東市をこれまで

訪れていなかった寒河江の議員が仮面フェステ

ィバルに合わせて訪問させていただきました。

すばらしい壮大な祭りで、行った議員皆さん感

動してきたところであります。 

  また、この方々は歓待を受けてまいりました

し、安東市民は儒教が生まれた誇り高い土地で、

先祖や歴史、伝統を大切にする地域であり、現

在も文教都市として若者の多い慶尚北道の中心

都市でもあります。 

  政府ではよい関係とは言えない状況でありま

すが、民間ではヤフーとラインが経営統合で基

本合意され来年10月から実施に向けているとい

うことであります。こんなときこそ担う若者を

含めた各級にわたり姉妹都市と交流を深め、国

内外に寒河江のよさをＰＲと同時に交流のあり

方をアピールしてはと思います。ぜひ来年度中

にも交流を行っていただきたいと思います。 

  もちろん相手国の都合もあるわけであります

ので慎重にしなければなりませんが、市長の見

解を伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ことし５月に安東市長、權寧世

市長のところに訪問をして懇談をした際には、

安東市においても最近は人口が減少しているん

だというような、出生率も低下して若者が都市

部へ流出しているというふうなことを大変懸念

しているというお話をお伺いをしまして、寒河

江市と同様な課題を抱えているというふうに認

識をしたところであります。 

  今回は45周年ということでお邪魔をいたしま

したが、權寧世市長からは周年事業にこだわら

ず必要に応じて随時交流を深めていきたいとい

うような御提案をいただいたところであります。 

  私のほうからは、寒河江にはグリバーさがえ

というところがあるわけでありまして、また、

安東市には安東湖があって、あちらでもカヌー

競技が行われているということであります。カ

ヌーなどを初めとしたスポーツを通した交流が

できないのかどうかなどということで話をさせ

ていただいたところでありますので、今後、５

月の懇談の内容なども含めて幅広い分野での交

流ができるように具体的な事業について検討し

ていきたいというふうに思っているところであ

ります。 

  いずれにしても、姉妹都市交流についてはそ

の事業の趣旨というものを明確にして、また、

市民の皆さんから御理解をいただきながら、実

のある交流事業が展開できるように努めていき

たいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 大変前向きな答弁をいただきま

してありがとうございます。 

  寒河江市では姉妹都市交流として大韓民国安

東市、それからトルコ共和国のギレスン市、国

内では神奈川県寒川町と長年にわたり交流をし

てまいりました。お互い歴史や文化は違いはあ

るものの、お互いを理解し合い長年交流を深め

てこられたことはすばらしいことであります。

これまでおつき合いをしていただいた諸先輩方

に敬意を表し、今後ともさらなる交流の発展を

願うところであります。 

  市長の見解があればお伺いして、この質問は

終わりたいと思います。 
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○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど来申しあげておりますけ

れども、これまでの姉妹都市の３つの都市と長

い間にわたって交流を深めてきましたが、交流

を深めてきたこと自体が寒河江市の歴史でもあ

るし、我々の誇りでもありますから、そういっ

たところを大変大事にしながら、さらに新しい

時代の交流のあり方なども含めて検討していき

ながら、さらに一層のきずなを深めていく事業

を展開していきたいというふうに考えておりま

す。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 大変御答弁ありがとうございま

した。これからさらなるお互いの発展ができれ

ばいいのかなというふうに思っているところで

あります。 

  次に、通告番号22番、公園のあり方について

伺います。 

  市内にあります公園は、児童公園、都市公園、

近隣公園などさまざまな公園があると思います。

国の補助金や県の補助金、日赤あるいは赤い羽

根の補助金などさまざまあると思いますが、現

在寒河江市が管理している公園並びに把握して

いる公園の仕分けと箇所数、そして対応につい

て伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市が管理する公園の種類

と数、その対応ということでありますので、建

設管理課長のほうから具体的にお答えを申しあ

げたいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  市が管理する公園の種別とその数についてで

ございますが、市が管理する公園には市の都市

計画で位置づけられ都市計画区域内に設置され

ている都市公園と、宅地開発を行う際に設置が

義務づけられている開発緑地、そして、それ以

外の市所有の土地につくられた公園に大別され

ます。 

  都市公園につきましては、その公園施設の状

況により総合公園、街区公園、広場公園、近隣

公園、都市緑地などに区別区分されます。 

  それぞれの公園の数でございますが、総合公

園は寒河江公園の１カ所、街区公園は八幡原第

１公園など22カ所、広場公園はほなみ団地第１

号公園など11カ所、近隣公園は西根公園など４

カ所、都市緑地は最上川寒河江緑地など８カ所

で、都市公園としては合計46カ所となります。 

  また、開発緑地は59カ所、その他の公園は21

カ所となっており、市全体として126カ所の公

園を管理しております。 

  なお、市内に54カ所の児童遊園が設置されて

おりますが、これにつきましては町会などが設

置者であり、遊具等の設置に際しては市の社会

福祉協議会から補助金が交付されておりますが、

管理につきましては全て設置町会などが行って

いるところでございます。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 改めてお伺いをしますと、126

カ所ということで大変多い数だなということを

改めて感じた次第であります。 

  市民の声としてはほとんど利用されていない

公園も多く見られると。雑草取りや落ち葉片づ

けなど、本当に町会の方々も管理に大変御苦労

をされている公園がいっぱいあるということで

あります。利用されていない公園はないのかと

いう声もあります。 

  現在の維持管理の内容について伺いたいと思

います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 維持管理の内容についても建設

管理課長のほうから具体的にお答えを申しあげ

たいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  市が管理する公園につきましては、それぞれ
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の公園が存在する町会などに通常の維持管理に

ついて御協力をいただいております。 

  内容としましては、それぞれの町会などの都

合に合わせ頻度などは自由に決めていただき、

公園内の除草、ごみ拾い、トイレがある場合に

は定期的なトイレ清掃、樹木がある場合には落

ち葉の清掃、公園の使用に際して邪魔になるよ

うな下枝の剪定などをお願いしており、これに

対しては年１回、少額ではありますが市から報

償をお出ししております。 

  なお、遊具等については毎年専門業者への委

託により安全点検を実施し、市において修繕、

更新等を行っているほか、高木の剪定について

は各町会から連絡や要望があった場合に状況を

確認し、専門業者に委託しているところでござ

います。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 答弁ありがとうございました。

町会や委員の方には幾ばくかはお支払いして管

理をしていただいているところもあるという話

でございました。 

  最後に、今後における対策と用途変更なども

含めてこんなことができないのかなということ

でお伺いをしていきたいと思います。 

  例えばあそこの郵便局、寒河江市の郵便局の

向かいにある公園ですが、木が鬱蒼と茂り暗く

てトイレも古く、利用されている方はほとんど

見かけたことがありません。先月末には落ち葉

が落ち、町会関係者も掃除をしても次々と落ち

葉が落ち、見た目も悪い状況が続いております。 

  このような場所についてはきれいに整備をし

て、駐車場や災害時の避難場所としてはどうか

というふうに思います。そうすれば、一時的に

は金はかかりますが管理費は極端に減るものと

思います。 

  また、ひがし公民館や郵便局、金融機関、飲

食店なども駐車場になれば利用できるわけであ

りますので、こういった利用はできないものな

のか。その他にも使われないような公園の用途

を変更するなどして、思い切って宅地として販

売するなどはできないのか、御意見を伺いたい

と思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問の寒河江郵便局向かいの

公園、これ丸内緑地というふうに言っておりま

すけれども、この緑地については都市公園の中

の都市緑地に該当する公園というふうに位置づ

けられております。昭和56年に供用が開始され

て38年が経過しているところであります。 

  いきさつとしては、昭和56年ごろに県道天童

大江線の道路新設の事業に合わせて周辺の東寒

河江地区の都市整備が行われて、寒河江城址の

保全も含めて良好な都市環境を形成するという

目的で整備されて、樹木の植栽などによる緑の

オープンスペース確保のためなどもあって整備

されてきているものであります。 

  今、都市緑地、都市公園ということを申しあ

げましたが、都市公園というのは都市公園法に

よって整備がされてきているのでありますが、

都市公園法というのは大変基本的に保存という

ことが強く掲げられています。つまり用途変更

など廃止するなどという場合は非常に限定的で

ありまして、そういうようなものは大変ハード

ルが高いというふうになっております。 

  用途変更、つまり廃止が可能な場合としては、

廃止しようとする都市公園の代替となる公園が

周辺に設置された場合でありますとか、都市計

画事業に伴い公園以外の施設に変更する場合、

または人口が減少によって廃止したほうが公益

的であると判断される場合などに非常に限られ

ているというふうになっておりますので、そう

いう意味では御提案ありましたような用途変更

というのはかなり難しいというふうに考えられ

ますけれども、工法などいろいろ御提案もあり

ましたが、いろいろ工夫をしてその利活用を工

夫していく、工法などを検討してその利活用を
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工夫していくということを考えてみたいという

ふうに思っております。 

  また、御質問にもありましたとおり、高齢化

あるいは市中心部の人口減少などによって大変

公園の管理作業が難しく、大変厳しくなってい

るというような御意見もさまざまな地域からい

ただいているのも事実でありまして、先ほど数

を申しあげましたが、どの公園も開設してから

結構な年数がたっているということは、樹木も

大木になっているというようなことがあって、

その落ち葉の量も多くなっているということが

ありますので、もちろん剪定なども小まめにし

ていくことにいたしますけれども、それだけで

なくてやはり思い切って樹木を大胆に伐採する

などということをしていかないと、公園管理に

かかわる町会などの皆さんの負担を軽減するこ

とになっていかないんだろうというふうに思わ

れますので、できるだけそういう対応をいろい

ろ検討して地域の皆さんと相談をしながらして

いきたいというふうに思います。 

  それからもう一つだけ、開発緑地というもの

も申しあげましたが、昨年度地元の町会の皆さ

んからの要望があって、除雪の雪押し場として

活用できるようにフェンスを撤去したり障害と

なる樹木を伐採などをして改良を行ったという、

そういう事例もつくらせていただきましたので、

地域によってそういう要望があって、これから

冬の期間になりますけれども、要望があれば

我々もできるだけ対応を進めていきたいという

ふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 沖津議員。 

○沖津一博議員 大変ありがとうございます。 

  先ほど市長が言われたようにハードルが高い

とかいろいろな問題があって、するのも大変な

んだということでありますけれども、やはりあ

そこの公園を見ると先ほど市長が言ったように

木も大きくなってもう剪定するのも大変なよう

な状況でありますし、落ち葉が落ちる量も半端

でないぐらい多くて、近所の方も片づけなんか

していただいているんですけれども、幾ら片づ

けてもきれいにならないということであります

し、市の職員には優秀な方がこれほどいるわけ

ですから、どんな難問にも立ち向かってきれい

にしていただけるようにお願いをしたいなとい

うふうに思います。 

  最後になりますけれども、土地開発公社を初

め民間業者の開発による土地の開発に伴い一定

程度の緑地が義務づけられております。この体

系は決して満足できるとは言いにくい状況と感

じております。 

  将来近隣住民の負担を軽くするためにも行政

の主導のあり方が課題と思います。今後の対策

について要望させていただいて、私の質問を終

わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

後藤健一郎議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号23番、24番について、

６番後藤健一郎議員。 

○後藤健一郎議員 今回の一般質問、10人目とな

ります、後藤健一郎です。 

  私の前の一般質問で関連する事項もありまし

たので、そういうことも踏まえながら早速質問

に入らせていただきたいと思います。 

  通告番号23番、寒河江公園の整備と維持管理

についてです。 

  平成25年度に寒河江公園再整備基本計画が策

定されました。寒河江公園をつつじ園、歴史と

さくらの丘、青空広場、多目的運動広場、アカ

マツ林育成、花木林の６つのゾーンと市野球場、

アクセス道路、駐車場の３つの施設について順

次整備を行っていく計画となっております。現

在の進行状況について伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江公園再整備計画の進捗状

況について建設管理課長のほうから具体的にお
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答えを申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  寒河江公園再整備計画につきましては、御案

内のとおり都市計画決定しております公園区域

を54.1ヘクタールを６つのゾーンに分け整備を

進めるとともに、アクセス道路の整備や施設の

経年劣化を解消し、１年を通して楽しむことが

できる花咲か山とすべく、さらなる魅力づくり

を目指して整備事業に取り組んでおります。 

  再整備計画の進行状況でございますが、これ

までは、平成26年度から29年度までの４カ年を

かけて公園南側からの進入路、市道寒河江公園

アクセス線の整備を事業費約３億円を投じて整

備しております。また、平成26年度には市制施

行60周年記念事業に合わせ、つつじ園の拡張工

事及び園路新設工事を事業費約3,600万円で実

施しております。 

  本年度からはさくらの丘並びに青空広場ゾー

ンの整備に向け、公園用地、さくらの丘、外５

カ所ですが、民地の境界復元に取り組んでおり、

今後有利な補助事業などの活用を図りながら青

空広場ゾーンの整備を進めてまいりたいと考え

ております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 御答弁ありがとうございます。 

  今答弁を伺いまして、さまざまなところが今

現在進行しているということがわかりました。 

  しかし、今おっしゃったアクセス道路なんか

は非常にいい例なんですけれども、ぱっと見で

やはり劇的に変わらないとなかなか市民の皆さ

んには伝わりづらいというところがあるかと思

います。 

  私は議員という立場でありますので、いろい

ろな機会で市長あるいは担当課の方から進捗状

況というものを伺うことができます。しかしな

がら、市民の皆さんが全てそうかというと、や

はりそうではない方のほうが多いと思います。

したがって、平成25年の３月から４月にかけて

パブリックコメントを実施しておりますので、

市民の方の中にはいつあの計画のように変わる

んだろうと思っていらっしゃる方もある程度い

らっしゃると思います。 

  先ほど申しあげたとおり劇的に変わらないと

なかなか取り組んでいることが市民の皆さんに

は伝わりづらいので、こういった長期にわたる

大がかりな計画に関しては定期的に市民の皆さ

んへ進捗状況をお伝えしていかなければならな

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おっしゃるとおり、なかなか計

画が市民の皆さんにその進捗状況がわからない

ということがあろうかと思います。劇的に変わ

らなければわからない。 

  劇的に変わるというのはどういうことかとい

うと、やはり道路が新しく切れたり、今まで咲

かなかった花が一気に咲いたりとか、そういう

ことになるんだろうというふうに思いますが、

そのためのいろんな努力をしているわけなので、

やはり市報とかいろんな機会を通じて進捗状況

などを定期的にお知らせをして、また新しい話

題なども提供しながら、長岡山寒河江公園の状

況などもお知らせしていきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いを申しあげます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。そう

ですね、できるだけ丁寧にお伝えしていただけ

ればと思います。 

  この件に限らず、もちろん行政関係に限らず

なんですけれども、やはり動きがわからないと

いうのが一番もやもやするというか、要らぬ疑

問を持たれるようなことになると思いますので、

ぜひ丁寧に市民の皆さんへお伝えしていただけ

ればと思います。 

  寒河江公園の再整備に関しましては早急に進

めていただきたいというところもありますけれ
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ども、日本全体を見ますと公園の新設や拡張は

一段落し、国や県などからの整備に関しての有

利な補助というのはなかなか今ないという状況

だと思いますので、その辺に関してはできるだ

け今後も見据えながらいい補助事業とかあれば

どんどん進めるというような形でやっていただ

きたいと思います。 

  とは申しましても、これからの人口減少時代

は、新設拡張も大事なのですが、今あるものを

どうやって維持管理していくかが非常に重要に

なります。 

  その現状とか重要性についてはもうつい先ほ

どの沖津議員の質問にありましたし、市長の御

答弁にもありましたので割愛させていただきま

すけれども、よく自治体の時限爆弾と言われま

すが、間もなく高度成長期に整備されたものが

一気に更新の時期を迎えますので、今後の人口

動態を見据えて整備するものは整備する、ある

いは集約して整備する、取り壊すものは取り壊

すということが重要になりますので、寒河江市

でも平成28年に公共施設等総合管理計画を策定

しております。 

  その計画を見ますと、対象施設、１、建築系

施設、11の類型に分類した箱物等67施設、２、

インフラ系施設、道路、上下水道、公園となっ

ており、公園も課題を抱える公共施設の１つと

捉えていらっしゃることがわかります。 

  公共施設の老朽化に伴い維持管理費も増大傾

向にあることから、壊れてから直す事後的な維

持管理ではなく、壊れる前に直す予防保全的な

維持管理を行うことにより、施設の安全性の確

保や修繕に要する費用を縮減するため、建築系

施設はもちろん、総合公園や都市公園の長寿命

化計画を策定している自治体も少なくありませ

ん。 

  話を寒河江公園に戻しますけれども、これま

で先輩方あるいは同僚議員の質問で何度か取り

上げられましたつつじ園、こちらのツツジは最

近樹勢が落ちてきており、さまざまな手段を用

いても回復には数年かかるといった答弁があっ

たかと思います。先ほど申しあげたとおり、事

後的な維持管理は予防保全的な維持管理よりも

コストも時間もかかります。余りよい話ではあ

りませんけれども、つつじ園のツツジはまさに

その話のとおりになっているのではないかと私

は感じるところであります。 

  さて、さくらの丘の桜ですが、桜の開花状況

を見ますと、気象状況や品種の違う桜を植樹し

ていることを踏まえた上でも、私はやはりさく

らの丘の全体の樹勢が落ちてきているように感

じます。さくらの丘の現状について伺います。 

○柏倉信一議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５７分  

 再 開 午後 １時００分  

○柏倉信一議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 後藤議員からさくらの丘の現状

についての御質問をいただきましたが、関係者

の方に見ていただいて御意見なども頂戴してお

りますので、建設管理課長のほうから御答弁を

申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  さくらの丘の桜の木を初め、寒河江公園内に

植栽している松などの樹木につきましては、市

内の造園関係企業４社で組織されている寒河江

ランドスケープクラブが、ボランティア活動の

一環として毎年作業箇所を決め剪定作業を実施

してくださっております。ことしも春先にさく

らの丘の桜の木の剪定作業を行っていただきま

した。 

  その折に病気や害虫の被害状況について確認

していただきましたが、目立った病害虫の被害

は発生していないとのことで、樹齢が古くなっ
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てきたためにそれぞれの桜の品種の特性が強く

出るようになり、開花期のずれが大きくなって

いると思われるとのことでありました。 

  しかし、八重桜につきましては老齢化により

樹勢が衰えていること、その他の種類の桜につ

いては大木となったために過密状態となってい

ることに加え、葛などの雑草が旺盛なため、生

育環境としてはよい状況ではないとの御意見も

いただいているところでございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 今、さくらの丘の桜の木の樹

勢、さくらの丘だけではなくて寒河江公園全体

を見ていただいているということでございまし

たけれども、その報告をしていただきました。 

  桜の木の樹勢もそうなんですけれども、今さ

くらの丘全体という形で見てみますと、現状は

桜の咲く春を過ぎると遊歩道はどこが遊歩道な

のかわからないぐらい雑草が生い茂っておりま

して、とても遊歩道を散歩できるような状態で

はございません。そして、今御答弁していただ

きましたけれども、やはり斜面は葛に覆われて

おりまして、場所によっては桜の木も葛に絡ま

れたり覆われたりとしているような状況でござ

います。その点から、今の御答弁にもありまし

たけれども、やはり生育環境が余りよくない状

態で、その周りの雑草とか桜以外の影響という

ものが非常に大きく今出てきているのではない

かと私は考えております。 

  そのほか、現状もそうなんですけれども、さ

くらの丘のすぐ横を通る形でアクセス道路がで

きましたので、さくらの丘の現状を目にする方

がふえたためだと思うんですけれども、やはり

維持管理にこれでいいのかというふうに疑問を

感じている市民の方からも声をいただいており

ます。 

  つつじ園はシルバー人材センターさんへの委

託、さくらの丘は市直営で管理をしているとい

う答弁が以前あったかと思いますけれども、さ

くらの丘の管理に関してそのときどんなことを

しているのかお答えいただいておりますので、

私は今年度どれぐらいの予算をとっているのか

数字でお伺いしたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 さくらの丘の維持管理の予算に

ついて御質問いただきましたので、これも建設

管理課長のほうからお答えを申しあげたいと思

います。 

○柏倉信一議長 土田建設管理課長。 

○土田理一建設管理課長 お答えいたします。 

  ６月定例会の安孫子議員の御質問にお答えし

ましたとおり、さくらの丘の維持管理につきま

しては草刈りなどの除草作業が主なものとなり、

一部市のシルバー人材センターに委託して実施

するほかは市直営により適宜除草作業などを実

施しております。 

  これに加えまして、ボランティアを募っての

除草や清掃等活動を一昨年から年に２回実施し

ておりますが、本年度これまでに支出している

さくらの丘に関する維持管理費用としましては、

除草関係の消耗品や燃料費など約50万円となっ

ております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 今、明確に数字でお答えいた

だきました。50万円という数字でございます。 

  「桜切るばか、梅切らぬばか」という言葉が

ありますけれども、確かに桜の木自体は率先し

て手入れをするものではないかもしれません。

必要な事態になればということだと思うんです

けれども、やはり今のその50万円という金額を

聞くと、私はちょっとあの広さで50万円という

のは非常に少ないなというのが私の率直な感想

でございます。 

  私たち関係者は、今御説明もいただきました

けれども、天候とか樹齢によってというところ

を話を聞いてやむを得ない部分があるのかなと

いうふうに理解はいたします。しかしながら、
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市民の皆さん、そして訪れる観光客の皆さんが

そう思って納得していただけるかというと、な

かなかそうではないと言わざるを得ないと思い

ます。やはり、そのためには、先ほどから私何

回も言っていますけれども、劇的に変わる目に

見える形でやっていかなくてはいけないなと思

うところであります。 

  例えば近隣の桜の名所と言えば霞城公園がす

ぐ思いつくんですけれども、こちらは花見客が

訪れる場所の枯れ枝の除去だけで毎年200万か

ら250万円ほどの予算をとっているということ

でした。また、南陽市の桜の名所、烏帽子山公

園では約150万円の公園維持管理費をとってお

り、そのほか桜の樹勢回復のために200万円、

桜更新木植栽や土壌改良などにも予算をとって

いるということでございます。 

  もちろん規模や状況が異なりますので一概に

言えませんが、私はやはり先ほど上がった金額

ではさくらの丘の公園としての維持管理費とし

てはやはり足りないのではないかと思います。 

  公共施設などの維持保全の実施に当たっては、

最終的な責任は公共施設などの管理主体である

市にありますが、限られた職員で公共施設など

の維持保全を行うには限界があります。これか

らの公共施設などの日常的な維持保全に当たっ

ては、できる範囲の中で市民が参画できるよう

に促します。そのため地域で必要な公共施設な

どを「みんなで支える」理念の普及に努め、市

民が協力・実践できる体制づくりを検討します。

これはさきに申しあげた寒河江市公共施設等総

合管理計画に書いてある文章でございます。 

  私も今の時代、公共の場を全て行政が管理す

るというのは非常に難しい話だと思いますし、

郷土愛を育む、あるいは市民の方々の市政への

参画意識というものの向上のためにも、ことし

10月は天候により中止となりますけれども、年

２回行っていただいているボランティアによる

さくらの丘の草刈り、市長にも御参加いただい

ておりますけれども、ああいった形で広く皆さ

んから行っていただくというのは、これはやは

り必要ですし、すばらしいことだと思います。 

  しかしながら、３万平方メートルという広大

な敷地で、なおかつ斜面でありますので、維持

管理に関してボランティアの方を頼って行うと

いうのはやはり限度があろうかと思います。 

  近隣住民の方にお話を伺ったところ、さくら

の丘になる前はブドウ棚があったと。そのとき

はこのように雑草で覆い尽くされるようなこと

はなかった。寒河江公園の再整備計画では現在

果樹園のところが公園として整備されることに

なっている。その場所は今は果樹園なので手入

れが行き届いているが、公園になったら同じよ

うな状況になってしまわないだろうかと管理に

ついて危惧をされておりました。 

  私が申しあげるまでもございませんが、建物

や橋、道路などがつくられてからその役割を終

えるまでの費用、ライフサイクルコストで見ま

すと、公共施設は最初にかかる建設費というも

のに一番目が行きますけれども、その割合は全

体のうちのおよそ２割。その施設を適切に維持

管理し、最終的には解体するまでで８割。つま

り建設にかかった費用のおよそ４倍の費用が最

後までにはかかると言われております。公園は

建築物とは違いますので割合はこうではないと

は思いますけれども、いずれにしろ建設時の費

用の何倍もその後お金がかかるということは共

通していることかと思います。 

  ちなみに、寒河江公園再整備基本計画の公園

管理の現況には、都市公園の１平方メートル当

たりの管理費は全国で302円、山形県では174円、

本市では109円となっており、全国、県と比較

して低額という状況になっておりますというふ

うに記載されております。 

  つつじ園は植栽されてから40年以上、さくら

の丘の桜の木は植栽されてから30年以上たって

おりますので、寒河江公園の整備をしつつも同
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時進行で維持管理にも力を入れていかなければ

ならないと思いますが、寒河江公園の今後につ

いて、特に維持管理の費用という点について市

長の見解を伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ただいま後藤議員から御指摘の

とおり、寒河江公園、現在供用を開始している

部分だけでも33ヘクタールと大変広大な面積に

なっておりますので、その維持管理にもそれな

りの費用がかかってくるというふうになってお

ります。 

  ただ、るる御指摘ありましたとおり、つつじ

園、それからさくらの丘については名所として

市民はもとより多くの観光客の皆さんから来て

いただく、そういう場所になっておりますので、

近年大変樹勢が落ちているということ、つつじ

園についても桜についても言われておりますか

ら、我々としてはその維持管理をきちっと整え

て魅力ある公園にしていかなければならないと

いうふうに考えております。 

  今年度少し補正予算などもさせていただいて、

ツツジについては早期の樹勢回復なども取り組

ませていただいておりますけれども、なかなか

お話を聞くとやはり単発的な対応では将来的に

良好な維持管理にはなかなか難しいというよう

な御指摘も受けております。これまでの維持管

理体制、どこが不足していたのか、改善すべき

点はどうかなどということを造園関係業者など

の皆さんからいろいろアドバイスをいただいて

いるところであります。 

  また、今までの委託体制、委託という形のほ

かにやはり指定管理方式などということもとっ

ていく必要があるのかどうかなどについて検討

していかなければならないというふうに思って

いるところであります。 

  そういった施設の整備はもちろんであります

けれども、御指摘のような維持管理、特に公園

などについてはその維持管理のほうが大変重要

であろうというふうに思いますので、寒河江の

顔であるわけでありますので、ぜひ適切な維持

管理、管理の充実に一層努めていきたいという

ふうに考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。今御

答弁いただいて非常に具体的な内容も出てきた

ので、私はもう非常にそこについては安心をし

ているところであります。 

  一番最初冒頭に申しあげたところにも関連す

るんですけれども、やはり公園とか建物ってつ

くるときは国から有利な補助があったりするん

ですけれども、さっき言ったとおりつくるとき

は全体の２割と。ここに対しては補助があると。 

  でも、維持管理の、あと終わるまで８割お金

がかかると。ここは補助がないので自前でやっ

ていかなくてはいけないということで、非常に

やはり予算がかかるし、なかなか最初つくった

ときはそこまで、別に寒河江市がどうこうとい

うことではなくて、どうしてもつくるときはい

いけれども、その後の予算までどうしてもなか

なか見られないというところが寒河江だけでは

なく全国的な公共施設等の傾向かと思います。 

  公園に関して言いますと、国の方針もこれま

では経済成長とか人口増加というものを背景に

緑とオープンスペースの量の整備を急いでおり

ましたけれども、社会の成熟化、市民の価値観

の多様化を背景に緑とオープンスペースが持つ

多機能性を最大限に引き出すことを推進すると

いうほうに今国のほうでは方針を転換している

ようです。 

  さっきの沖津議員の答弁で市長おっしゃって

おりましたけれども、都市公園法ですね。こち

ら2017年に一部改正されておりまして、公募設

置管理制度、パークＰＦＩの支援制度というも

のも創設されておりますし、それに前後して公

民連携で都市公園を利活用して、維持管理とい

うことではなくてそれを利活用して稼ぐスペー
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スにするという取り組みが全国各地で行われて

おります。 

  いわゆるパークマネジメントと言われている

ことなんですけれども、都市公園の維持管理、

利活用にはさまざまな手段、方法があります。

やはりそういった手段を考慮して、先ほどもう

具体的な話、指定管理という名前も挙げていた

だいておりますけれども、市直営だけではなく

ていろんな方法を検討していただきたいと思い

ますけれども、市長の考えを再度その点につい

て伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほど来申しあげておりますけ

れども、寒河江公園、花咲か山でありますし、

市民の憩いの場所、市民が誇る公園であります

ので、何としても特に花については毎年きれい

に咲き誇る、そして、春あるいは初夏を告げる

花を市民の皆さんに見ていただく、そういう場

所に今後ともしていかなければならないという

ふうに思っておりますので、そういう意味でい

ろんな手法を駆使しながら、知恵を出し合いな

がら、さらに市民の皆さんからもいろいろ御協

力をいただきながら、その復活を果たしていけ

ればというふうに思っておりますので、よろし

くお願いを申しあげます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。 

  ぜひ今ある資源を有効に活用しつつ、そして

寒河江の顔ということでしたので、寒河江市民

が誇れる場所にしていただきますようお願い申

しあげて、この質問に関しては終わらせていた

だきたいと思います。 

  続きまして、通告番号24番、新学習指導要領

実施に伴う小学校の取り組みについてでありま

す。 

  学習指導要領は10年に一度改訂され、全国ど

の地域で教育を受けても一定水準の教育を受け

られるように定められている基準であり、各学

校はこの学習指導要領に基づいてカリキュラム

を編成をしております。 

  ことし４月から幼稚園、来年４月から小学校、

2021年４月から中学校、2022年から高校が全面

実施となります。今回の一般質問はすぐそこに

迫っております小学校に絞って伺いたいと思い

ます。 

  以降、学習指導要領改訂の全面実施を新学習

指導要領とさせていただきます。 

  前回、脱ゆとりということで授業時間数の増

加や新たに外国語活動が盛り込まれました。新

学習指導要領では、予測困難な時代にあっても

みずから学び、みずから考え、行動できる生き

る力を育むことを目指すとしております。 

  新学習指導要領について寒河江市としてどの

ように取り組んでいくのか、各学校にどのよう

な指導をするのか。ことしは移行期間になって

おりますので、もう既に行っていることもある

かと思いますけれども、それらを含めて伺いた

いと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 議員から御指摘ありましたよ

うに、来年４月から小学校においては全面実施

というふうになります。そのため、小学校にお

いて新学習指導要領の趣旨、先ほど議員からも

ございましたけれども、そういった趣旨を十分

に踏まえた教育課程の編成、実施がなされるよ

うに、これまでも校長会、教頭会、教務主任会、

また指導主事等による学校訪問などで指導助言

をしてまいりました。各学校においても移行措

置の内容に基づいて適正な教育活動が行われて

いるというふうに認識しております。 

  新学習指導要領の実施に当たっては、道徳の

教科化、それから３、４年生への外国語活動の

追加の導入、それから５、６年では外国語、今

度は活動ではなくて教科になるわけですが、そ

ういったものの導入、そして、プログラミング

教育の導入というものが大きな課題であるとい
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うふうに認識しております。 

  道徳の教科化につきましては、平成28、29年

度に市の教育研究所において道徳の教科化に向

けた研究に取り組んでおります。教科化に向け

て土台となる全体計画の作成、それから評価に

ついて情報交換しながら研修することで各学校

で準備を整えて、昨年度からもう既に先行実施

しているというふうな状況でございます。 

  外国語活動と外国語科への対応につきまして

は、昨年度と今年度の２カ年で市の英語教育推

進会議と共催をしまして、先生方が実際に授業

を見合ったり、また、全国学テの中学校の英語

の話すことという部分のそういった問題を解い

たりするなどして、指導と評価について研修会

を実施して、それらを各学校で生かしながら準

備を進めているといったところでございます。 

  また、今年度から３、４年生では年間35時間、

週にしますと１時間ですけれども、外国語活動

を実施しておりますし、５、６年生につきまし

ては年間70時間、週２時間の外国語科の授業を

先行実施しているといった状況であります。 

  そのためにアメリカ人の外国語指導助手、Ａ

ＬＴを３名配置していることに加えまして、昨

年度よりは外国語活動の授業支援あるいは充実

推進を目指して、日本人の外国語指導支援員、

ＡＥＴと言っておりますが、３名を配置しまし

て、担任教諭と一緒に授業を行うことで質の高

い学習指導要領に対応した学習になるように取

り組みを進めているといったところでございま

す。 

  プログラミング教育につきましては、全ての

教科等でコンピューターを利用して論理的思考

力を身につけさせるというものが狙いでありま

すので、今年度は北村山の視聴覚センターの指

導主事から学習の進め方というテーマで研修会

を実施しておりますし、教頭会においても県の

教育センターから指導主事を招聘して小学校プ

ログラミング教育についてというテーマで講義

と演習を行っております。 

  また、次年度からのプログラム学習を効果的

に行えるようにということで、今年度全ての小

学校に１クラスの児童が全員使用できるように

ということで、290台のタブレットを導入して

おりますので、それらを有効に活用しながら次

年度の指導にしっかりとつながるよう研究をし

てまいりたいというふうに考えております。 

  いずれにしましても、教育委員会としまして

は各学校において次年度からの新学習指導要領

による教育課程が円滑かつ効果的に実施される

ように、引き続き教育委員会として指導してま

いりたいというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 御答弁ありがとうございます。 

  今もう具体的な内容までも教育長のほうから

御説明いただいたので、簡単に言えばプログラ

ミング学習が始まる、道徳が教科になると、そ

して、外国語活動から現行の５、６年生から３、

４年生に早まって、しかも５、６年生になって

は正式な教科になるということで、非常に今簡

単に御説明いただきましたけれども、すごくボ

リュームある内容を今年度からもう実施してい

ただいているところであります。 

  また、今回の学習指導要領によって６年間の

標準授業時数は現行の5,645時間から5,785時間

と、非常にこちらも増加いたします。先ほど御

説明いただいたとおり、新しい内容も盛り込ま

れるし授業もふえると。そうなるとやはり先生

方は、教材やカリキュラムなど授業の全てを根

本からもう見直さなくてはいけないという状態

になっております。また、何を教えるかだけで

はなくて、どう教えるか、今以上の工夫が必要

になり、労働時間の増加が心配されております。 

  文部科学省、以下文科省としますけれども、

新学習指導要領では、学校教育の効果を常に検

証し改善することをカリキュラムマネジメント

の方策にもしております。 
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  現状でも先生方の長時間労働は非常に問題視

されておりまして、2019年１月、文科省の中央

教育審議会は「新しい時代の教育に向けた持続

可能な学校指導運営体制の構築のための学校に

おける働き方改革に関する総合的な方策につい

て」を取りまとめております。 

  もう既に学校で働き方改革の取り組みが始ま

っているかと思いますけれども、この先生方の

働き方改革について寒河江市ではどのように考

え指導しているのか、こちらももう既に行って

いるところがあると思いますので、そういった

部分を含めて伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 議員から御指摘のありました

2019年１月の中教審で出されました学校におけ

る働き方改革に関する総合的な方策についての

答申が取りまとめられて、その取り組みが全国

で進められていますと。 

  その答申の中ではこのような言い方をしてい

ます。子供のためであればどんな長時間勤務も

よしとするという働き方は、教師という職の崇

高な使命感から生まれるものであるが、その中

で教師が疲弊していくのであればそれは子供の

ためにはならないと、こういうふうに述べてお

ります。 

  さらに、学校における働き方改革の目的につ

いて、みずからの授業を磨くとともに、日々の

生活の質や教職の人生を豊かにすることで、み

ずからの人間性や創造性を高め、子供たちに対

して効果的な教育活動を行うことができるよう

になると、こういうことが働き方改革の目的と

して述べられております。 

  しかしながら、実際には公立小学校の教員は

授業や学習への対応だけではなくて、子供たち

の生徒指導上の問題あるいは事故への対応、保

護者との相談等への対応など、勤務時間外に及

ぶ業務が日常的に少なくないといった現状にご

ざいます。 

  教育委員会としましても、本市の教職員の勤

務実態把握のために、文科省で定めた公立学校

教師の勤務時間の上限に関するガイドラインと

いうものがございますが、それに基づいて時間

外勤務時間の状況の把握を行っておりますけれ

ども、ことし７月から調査を開始しております

が、小学校教諭の時間外勤務は７月と９月が約

４割の教員が文科省のガイドラインで定めてい

ます月45時間を上回る時間外勤務を行っている

という実態がございました。まずは業務の精選、

削減、効率化、改善を図っていくことで、この

ガイドラインで定められた月45時間、年間360

時間の実効性を高めることが重要だというふう

に考えているところでございます。 

  学校の働き方改革につきましては、県の教育

委員会でも昨年度に働き方改革の取り組みの手

引というものを策定をしております。業務削減

につながる効果的な取り組み事例を紹介して、

それを各学校への活用を促すとともに、今年度

はさらに事例の共有化と意識改革、そして、地

域、保護者に向けた啓発を進めるためにリーフ

レット「働き方改革通信」というものを毎月発

行しております。 

  各学校でもこれらを参考にして現状を分析し、

実現可能なものから精選しながら、教職員で知

恵を出し、議論を通して時間外勤務の削減に向

けて取り組んでいるというところでございます。

各学校からは、学力向上支援員等の活用、学校

行事の日程やその取り組みの見直し、定時退校

日や午前授業とするゆとりデーの設定、日課表

の見直し、ＰＴＡ活動の見直し等が働き方改革

の具体的な事例として報告されているところで

ございます。 

  教育委員会としましても、各学校の取り組み

を評価をしながら、今後策定が予定されており

ます山形県公立学校における働き方改革プラン

の動向も注視して、働き方改革にかかわる事例

等についても積極的に情報提供を行って、各学
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校の実情に応じた勤務時間内の業務改善につい

て適切に指導、そして学校における働き方改革

の実現に向けて取り組んでまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 今非常に、働き方、改革の内

容もそうなんですけれども、現状に関して非常

に今７月からの調査で４割の方が基準よりも上

回っているというんでしょうか、という状態に

なっているというお話を聞いて、非常に重い報

告だなと思って聞かせていただきました。 

  現状もそうなんですけれども、来年から新し

い新学習指導要領が始まるというと、授業数も

今よりもふえると。そして、新しい教科もふえ

ると。教え方もまた見直さなくてはいけないと。

ここを考えただけでももう時間がさらにかかる

ように感じるんですが、でも、先生方の働き方

改革も進めなくてはいけない。要は時間を圧縮

しなくてはいけないと。非常にこれは難しいと

ころになっていると思います。 

  そうなってくると、どうしても教科書以外の

学習、学校行事とか課外活動をやはり見直して

削らざるを得なくなってくるかと思います。 

  もうその動きは既に出ておりまして、例えば

市全体ですと、先日の渡邉議員の質問にもあり

ましたけれども、来年から市の陸上競技大会と

水泳大会が廃止となります。やはりこの２つの

大会は先生たちが運営しておりますので、もち

ろん競技内容とかもそうだと思うんですが、や

はりその大会運営のために先生たちが不在にな

ると。学校によっては自習をしなくてはいけな

いというようなところも出てくるというところ

は、もうこれは何とも改善できないところだっ

たのかなと私は思うところであります。 

  そのほか、大会とかに限らず、これまで各学

校で行っていた行事、例えば私たちの時代だっ

たら当たり前のように感じていた、やっていた

行事なども学校側と保護者とで話し合っている

ところもあると。ＰＴＡ活動の見直しなんてい

うお話も先ほどありましたけれども、そういう

ところがあると聞いております。 

  今後この動きはどんどん加速し、どんどんこ

ういった課外活動とか教科書以外の学習の時間

が廃止もしくは削減、縮小していくことになっ

てくると思いますし、これはもう変えようがな

いところではないかなと思っています。 

  ただ、そうなってくると、学校は教科書の学

習の場所だけになってくるのではないかという

ことを私は危惧しております。そして、私たち

はしようがない、こういうものもあるし、新し

いものもあるしと思うんですけれども、果たし

てこれが子供たち中心の取り組みなのかなと考

えると、ちょっとどうなんだろうというところ

が私の中にはあります。 

  子供たちはどんな才能を持って生まれたかわ

かりません。そして、その才能がいつ開花する

かもわかりませんし、何がきっかけでその才能

が目覚めるのかもわかりません。学習以外で才

能を開花させて活躍できる子のステージを奪っ

てしまうのではないかと。実際先ほどの話あっ

たとおりですが、陸上と例えば水泳が得意だっ

た子は、クラスではなくて学校全体から応援し

てもらえるという市の大会がなくなることによ

り、全体から応援してもらう数少ない機会、輝

けるステージが１つなくなってしまったわけで

すし、教科書の学習だけであれば、学習指導要

領はそういう意味合いなんですけれども、全国

結局どこでも同じ教育となってしまって、山形

らしさ、さがえっ子らしさというものがどんど

んなくなっていくんじゃないだろうか。Ｕター

ンのきっかけは自分のふるさとの思い出も要因

の１つと言われていますけれども、ではその小

さいときに寒河江で学んだこと、寒河江での思

い出というものも減っていってしまうんじゃな

いだろうか。 

  そもそも教科書の勉強だけで学校が楽しいと
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思えるのだろうかと、そんな危惧さえ私はして

おります。そもそも新学習指導要領では生きる

力を伸ばすとうたっているのに、教科書以外の

学習の時間が削られていくのでは、何か本末転

倒のような気さえもしております。 

  先ほど述べたとおり学習時間をとる。先生た

ちの働き方改革。そして、今申しあげた教科書

以外の学習、課外活動の時間。この兼ね合いと

いうのは物すごく難しい問題になっております

けれども、今見直しをしております教科書以外

の学習、課外活動について寒河江市としてどう

考えているのか伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 議員御質問ありましたけれど

も、来年度からの新学習指導要領への対応、そ

れから働き方改革も進めなければならない現状

では、学校が教科書以外の学習、つまり学校行

事や課外活動を削らざるを得なくなって、学校

が教科書だけの場所になってしまうのではない

かという、こういった危惧されての御質問であ

るというふうに認識をいたしました。 

  一方で、新学習指導要領の中で重視されてい

る理念の１つに社会に開かれた教育課程の実現

というものがございます。この社会に開かれた

教育課程でございますが、これからの時代を生

きていく子供たちに必要な資質能力は何かとい

うことについて学校と社会が共有化していく。

そして、学校、地域、保護者が合意形成を図り

ながら連携協働して、先ほど議員からございま

したけれども、子供たちに生きる力を育むこと

を第一に考えた学校経営が効率よく行われてい

くということが求められております。 

  これまで伝統的に行ってきた学校行事を見直

して、縮減あるいは縮小したりしている学校も

ございます。 

  また、新学習指導要領の中でうたわれており

ます、子供たちが協力してよりよい学校生活を

築くための体験的な活動を通して集団への帰属

感や連帯感を深め、公共の精神を養うというこ

とを大切にしながら、その活動の意味、意義を

問い直して子供たちの学習や活動が地域や社会、

実生活とつながって役立つという視点から改め

て問い直しをして内容を改善しているという学

校もございます。 

  縮減、縮小あるいは改善、いずれにおきまし

ても、目の前の子供たちの姿、地域の実情を踏

まえて各学校が設定する学校教育目標を実現す

るために、校長のリーダーシップのもとに教職

員全体でカリキュラムマネジメントを行いなが

ら、各学校が特色ある社会に開かれた教育課程

といったものを実現しようとしております。 

  教科書以外の教材あるいは人材を活用しての

特色ある実践ということを例を挙げて申しあげ

たいというふうに思います。 

  １つは、高松小学校で昨年度より３カ年間継

続で行われております県教育委員会指定の子ど

もベンチャーマインド事業というものがござい

ます。この事業は、社会とかかわりながらこれ

からの時代を生き抜くために必要となる起業家

精神の基盤となるベンチャーマインドを熟成す

るということを狙いとして、３年生から５年生

まで総合的な学習の時間に、地区の特色である

果樹栽培や稲作、特産の谷沢梅について地元の

北陵果樹研究会あるいは谷沢梅保存会等、地域

の方の支援を受けながら農業体験やチェリーラ

ンドでの販売を通して、生産、流通、販売等に

ついて体験を通して学習をしております。 

  もう一つは、今年度より市内全小中学校で実

施しておりますさがえっ子ライフデザインセミ

ナーでございます。この事業は、寒河江の未来

を担うさがえっ子が市内外の各界で活躍してい

る方々の講話等によって将来の人生設計を考え、

地元で生きることあるいは家庭をつくることの

大切さを学ぶということを狙いとしております。

これまで市内小中学校10校で19回実施しており、

残りの３校も今後実施予定であります。 
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  これまでの講師延べ30名でございますが、地

元で事業を営む経営者、農家、音楽家、医療関

係者、スポーツ関係者と、多数の方から講話を

していただいております。中には、実演とか、

子供たちが主体的に課題解決をできるというふ

うにワークショップ形式を取り入れたりしてく

ださっている方もおりますし、子供たちが将来

の人生設計について考えるきっかけになるとと

もに、子供たちの郷土愛、家族愛の醸成につな

がっているものというふうに考えています。 

  このセミナーは講師の方にとっても子供たち

に話す内容を練り上げるという中で、御自分の

人生や職業、寒河江についても振り返る貴重な

機会になっているというふうに感じております。 

  教育委員会としましても、今申しあげたこと

以外にも、次年度から市内５つの小中学校で学

校運営協議会、いわゆるコミュニティ・スクー

ルを先行的に導入して、地域とともにある学校

の取り組みを強力に進めていくこととしており

ます。加えて、全ての学校が社会に開かれた教

育課程を策定して、学校、家庭、地域連携によ

る魅力ある学校づくり、特色ある学校づくりが

これまで以上に推進されるように指導と支援を

してまいる考えでございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。 

  さがえっ子の将来を見据えていろいろな方策

をしていただいていると思いますけれども、子

供たちとやはり向かい合う時間をふやしながら

も長時間労働を是正すると。非常に相反するよ

うに聞こえますけれども、こういったことをな

すために知恵を絞らなくてはならないのが今で

あり、この来年度というのは非常に大きな転換

点になると私は考えております。 

  先週、国際学力調査で日本の読解力が15位と

前回より下がったというニュースが流れました。

ＰＩＳＡと言われる国際学力調査ですけれども、

日本の教育政策はこのＰＩＳＡに非常に大きく

影響を受けております。前回、2003年に順位が

下がったときにはＰＩＳＡショックと言われて、

いわゆる脱ゆとりの教育になるのはこれがあっ

たせいだと私は思うんですけれども、この後授

業数がふえてと、脱ゆとりにして、そして、

2012年には順位を上げたんですけれども、また

低下してきたと。 

  国の政策をここで話すのは違和感があります

し、ここまでこの新学習指導要領について質問

しておいてなんですけれども、やはり私はこの

ニュースを聞いたときはもう学習時間をふやす

というのが学力を伸ばすための方策としてちょ

っと違う方向になってきているのかなというと

ころも感じます。 

  このニュースを受けて、正式なコメントでは

ないのでお名前を伏せさせていただきますけれ

ども、講演等で全国を飛び回っている教育現場

の第一線にいらっしゃる先生に話を聞いたら、

子供たちがとても息苦しそうにしていると、そ

んな状態で数字が上がるはずがない、子供たち

が息苦しそうにしているのは子供たちが見てい

る大人が息苦しそうだからだとおっしゃってお

りました。子供たちが見ている大人というのは、

私たち親であったり、そして先生だと思います。 

  文科省が６月に公表した新時代の学びを支え

る先端技術活用推進方策では、目指すべき次世

代の学校教育の現場では子供たちのＩＣＴ活用

という教育だけではなくて、校務の効率化とい

うものも含まれておりまして、先生方の働き方

改革とあわせてＩＣＴ活用をどんどん進めてい

くという自治体も少なくありません。 

  現在、寒河江でもＩＣＴ活用によって校務の

省力化、効率化を進めていると思いますが、そ

ちらについて今後についても伺いたいと思いま

す。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 文科省では、子供の力を最大

限引き出す学びを実現するとともに、ＩＣＴを
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基盤とした先進技術を効果的に活用するという

ことで、６月25日に新時代の学びを支える先端

技術活用推進報告最終まとめを公表しておりま

す。この中で、ＩＣＴ機器の効果的活用は業務

の効率化につながり、学校の働き方改革にも資

するものであるというふうにされております。 

  先ほど申しあげました県教育委員会が策定を

しました働き方改革の取り組みの手引の中でも、

自治体の予算措置により教員の働き方改革に改

善が見られた事例の１つとして、校務支援シス

テム、それから一斉メールシステムの導入など、

ＩＣＴ機器の効果的活用が挙げられております。 

  これらを受けまして、本市におきましても学

校における業務の効率化を図るために、今年度

全ての学校に校務支援システムを導入しており

ます。これによってさまざまな情報の一元管理

ができるようになり、名簿情報の管理、出欠席

情報管理、成績処理、通知表作成、指導要領作

成などの業務をこのシステムで行っております。

既に導入済みであります学校保健総合管理シス

テムとも連動して、さまざまな情報を教員間で

共有することにより、きめ細かい指導ができる

ようになるというふうに考えているところであ

ります。 

  また、ＩＣＴ支援員を配置しまして、プログ

ラミング学習やタブレット活用に係る授業の支

援、各学校のホームページ作成や更新の作業、

パソコン等のメンテナンス、環境設定など、さ

まざまな業務支援を行っているところでござい

ます。 

  小学校におきましては来年度から新学習指導

要領全面実施への対応が求められて教員の負担

がふえるということが先ほど御指摘あったとお

り、そういうことが予想されるのではないかな

と思います。 

  教育委員会としましても教員の負担軽減を図

るために、ＩＣＴ機器の活用はもちろんであり

ますけれども、さまざまな業務の見直しあるい

は簡素化を検討しながら、働き方改革を推進し

てまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 

○後藤健一郎議員 ありがとうございます。 

  非常にいいキーワードが出てきましたね。自

治体の予算措置でこういったものが効果が上が

るということでございましたので、私はやはり

子供が起きている時間で一番長い時間を過ごす

のは学校であり、一番接する時間が長いのは先

生です。私は親としての責任を押しつけるつも

りはありませんけれども、これは変えようのな

い事実でございます。なので、学校環境とか先

生方はやはり子供への影響が大きいものと思っ

ておりますし、未来を担う子供たちが集まって

いるということは、言いかえれば寒河江の未来

も学校環境や先生方の影響が大きいと私は思い

ます。 

  先ほどあったとおり自治体の予算措置という

ものが必要にはなりますが、ＩＣＴの活用とか

で省力化、効率化できるのであれば、言いかえ

れば予算で先生たちの労働時間が改善されるの

であれば、他の自治体に先駆けてでも積極的に

導入していくべきと考えますが、いかがでしょ

うか。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 先ほど申しあげましたように、

校務支援ソフトというものはいろいろなところ

で必要性が言われていますし、学校からもそう

いった求めがありまして、今年度導入すること

になりましたし、さまざま必要なこと、学校か

ら要望が出ておりますので、そういったことに

真摯に耳を傾けながら、そして子供たちのため

にどういったことができるのかということを、

予算が必要であれば教育委員会としてもいろい

ろ考えて要望していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○柏倉信一議長 後藤議員。 
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○後藤健一郎議員 ありがとうございます。 

  もう今回の質問に関しては答弁者、教育長と

お願いしておったんで、本来は予算に関するこ

となので市長かもしれませんけれども、ぜひそ

ういうことでございますので、子供たちのため

にもそういったところで省力化できるのであれ

ばぜひそういった予算を前向きにとっていただ

きたいなと思います。 

  私はこの議会の中では若いほうでございます

ので、今今の問題もさることながら、やはり長

期展望に立った話というものを私たち若い世代

が特に頑張っていかなくてはならないと感じて

おります。寒河江公園の維持管理にしても新学

習指導要領による学校の環境づくりにしても、

10年後、20年後、その先をも考えて、ことしが、

今が大事、今始めなければならないと思いまし

て今回一般質問をさせていただきました。 

  これにて私の一般質問を閉じさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 

安孫子義徳議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号25番、26番について、

４番安孫子義徳議員。 

○安孫子義徳議員 令和元年最後の定例議会に当

たり、市民の代表として質問できますことに感

謝いたします。 

  12月に入り一段と寒さも厳しくなってきまし

た。６日には最上地方を中心に大雪になり、大

蔵村ではこの時期には珍しく１メートル13セン

チの積雪を観測しました。暖冬という予測もあ

りますが、いよいよ除雪の季節がやってまいり

ます。除雪や排雪など毎年のことでありますが、

安全・安心な市民生活を確保していただきます

ようよろしくお願いいたします。 

  さて、先日、還暦の年祝いということで中学

校の同窓会に出席してきました。恩師の先生に

も３名お越しいただき、高齢にもかかわらずか

くしゃくとしたお姿で、還暦を迎えた私たちに

さまざまな角度から人生の機微を話してくれま

した。 

  そのような中、懇親会の企画として同窓会の

中に精神科の名医がいるということで、川勝先

生の認知症についての講演をお聞きしました。 

  認知症に対する研究はかなり進んでいるよう

ですが、まだ完治できるまでは至っていないと

のことです。年をとることは誰もが経験してい

くことですが、恩師の先生のように元気でおら

れる方ばかりとは限りません。そこで、一人で

も多くの市民の方に健康で長生きしていただく

ため、また、認知症を患った場合にも安心して

暮らせる優しい寒河江市であってほしいと思い、

質問いたします。 

  通告番号25、高齢者の認知症対策について。 

  今、高齢者が元気で長生きされる人生100年

時代を迎えております。その一方、高齢者が増

加することにより認知症を患う方も増加傾向に

あります。認知症の高齢者は2011年には約460

万人でしたが、25年には団塊世代が75歳以上の

後期高齢者になることから、大幅に増加し700

万人に達するとの推計がされています。 

  政府や地方自治体は、医療や介護の専門家、

地域の人々と連携し、認知症高齢者がどうすれ

ば地域の中で暮らしやすい体制を構築できるか、

早急な対策が求められています。 

  政府は2015年に総合戦略新オレンジプランを

打ち出し、ひとり暮らしの高齢者の安全確認や

行方不明者の早期発見、保護など、地域での見

守り体制を強化する対策をまとめました。 

  認知症については、正しく理解し、認知症の

疑いのある高齢者を支援する初期集中支援チー

ム、認知症の人や家族を支える認知症サポータ

ー、自宅にこもりがちな認知症高齢者や家族が

安心して集える認知症カフェなどの活動が全国

に広がっています。 

  本市でも認知症についての知識の普及促進の
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一環として、認知症に対する正しい理解を持ち、

認知症の方や家族を温かく見守る応援者である

認知症サポーターの養成を行ってきました。本

市では、認知症サポーター養成講座の受講者数

の目標を１万人として、企業や地域住民と連携

強化による見守り支援活動の促進などに力を入

れてきたと思います。 

  本市における認知症の高齢者の数と今後の推

計はどのように考えているのか、さらに高齢化

が進む現状において認知症予防に向けた対策も

重要になってきますが、今後どのような取り組

みを実践しているのかを伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 安孫子議員から高齢者の認知症

対策について御質問いただきましたが、御案内

のとおり全国的に超高齢社会というふうに言わ

れております。寒河江市におきましても高齢化

率が年々上昇しておりまして、ことしの３月末

現在では31.1％ということになっております。 

  そういうことから、認知症になられる方も増

加しているものと思っております。思っており

ますが、寒河江市の認知症高齢者数、実数はど

うかという御質問でありますけれども、医師の

ほうから認知症の診断を受けた方だけでなくて、

受診されない未受診の潜在的な方というのもい

らっしゃるということでありますので、全数を

把握するというのはなかなか難しい状況であり

ます。 

  それで、ことしの６月に国より示された認知

症対策推進大綱というものがありますが、それ

では予防と共生を車の両輪として進めていくと

いうことを基本理念にしているわけであります

けれども、その中では平成30年では高齢者の約

７人に１人が認知症と推計しているというふう

に言われております。 

  寒河江市の高齢者数、現在、ことしの３月31

日現在では１万2,808人ということであります

から、ここから推計をすると約1,800人の方が

認知症というふうに推測をされます。そして、

これからますます高齢者の人口がふえていくと

いうことで、2025年、令和７年では高齢者数が

１万3,152人というふうに推計をされておりま

すので、その時点では2,000人を超えるものと

いうふうに推測をされているところであります。 

  そういった認知症の方々がふえていくという

ことを踏まえてさまざまな対策をしていかなけ

ればならないというふうに考えておりますし、

先ほど申しあげました国の推進大綱の中で予防

と共生というふうなことを理念としております

ので、それに沿った形で寒河江市のほうも進め

ているところであります。 

  認知症の予防に関しましては、現在実施して

おります認知症予防教室のさらなる充実、それ

からいきいき100歳体操、それから高齢者ふれ

あい元気サロンなどの実施箇所をさらに拡大を

していくということを考えております。やはり

社会参加を促して社会的な孤立の解消をしてい

く、そういうことを進めていくということに考

えております。 

  それから、やはり身近にできる運動を推進を

していく、運動不足を改善をしていく、そして、

それに伴って糖尿病でありますとか高血圧症な

どの生活習慣病を予防していくということが必

要でありますので、そういったことは認知症の

発症をおくらせる可能性が示唆されております

から、そういう保健事業あるいは介護予防事業

などと一体的な事業としてさらに展開をしてい

かなければならないというふうに考えておりま

す。 

  また、共生、ともに生きる共生の分野に関し

ましては、御指摘のとおりこれまでの認知症サ

ポーターの養成ということについて一層力を入

れていきたいというふうに思います。今は

5,000人台でありますけれども、やはり目標は

１万人でありますから、１万人の目標達成に努

力をしていく必要があるということであります。 
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  そして、市民の皆さんが協力をしながら、そ

して認知症を正しく理解をして、地域で見守る

共生社会というものを実現していければという

ふうに考えているところであります。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 ありがとうございます。 

  今、市長から御答弁いただきましたけれども、

潜在的な認知症患者を含めると2､000人。私ち

ょっとこの数を把握していなかったので、ちょ

っとこの市においてはびっくりするような人数

なのかなと思っております。 

  先ほど御答弁いただきましたが、認知症サポ

ーターの養成、あとサポート体制など強化もし

ていただいておりますが、先ほど認知症サポー

ターの数を今5,600人ぐらいですか、いると思

うんですけれども、高齢者が徐々にふえていく、

若い世代の方がだんだん減っている。というこ

とは、認知症をサポートするこの幅がある。認

知症サポーターだけではなかなかこの認知症に

対してのサポートもうまくいかないのかなと思

います。 

  今、認知症の方のひとり歩き、また徘回への

声がけ、「どさ、いぐなやっす」など、積極的

に取り組んでいただいておりますが、一見して

必ずしもサポーターの方が認知症の方のひとり

歩きと判断できないときもあると思われます。 

  警察庁によると、認知症やその疑いで行方不

明になった人は、統計をとり始めた2012年の

9,607人からふえ始め、2018年には１万6,927人

と、６年連続増加している状況にあります。発

見まで日数がかかると亡くなるリスクが高まり、

認知症高齢者が行方不明になる場合の対応は地

方自治体にとって大きな課題となっていると思

います。 

  本市においても認知症高齢者が行方不明にな

ってしまった場合の対策についてお伺いします。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市におきます認知症高齢

者が行方不明になったときの具体的な対策など

について、高齢者支援課長から具体的にお答え

を申しあげたいと思います。 

○柏倉信一議長 鈴木高齢者支援課長。 

○鈴木 隆高齢者支援課長 お答えいたします。 

  認知症の方の行方不明に対する対策について

は、平成25年度に県内では先駆けとなる「さが

え無事帰る支援事業」として、徘回の心配のあ

る認知症等の方を事前に登録する事業を整備し

ており、現在124名の方が登録しております。

この事業は県警と地域包括支援センターが連携

し、行方不明者の手配など早期発見に向けた取

り組みを行うやまがた110ネットワークと連動

して行っております。 

  また、地域住民による見守り活動を充実させ

ていくことが重要であると考えており、徘回事

例を想定した声がけ訓練を実施しております。

ことしはより地域密着型の見守り体制を構築す

るために、10月に醍醐地区におきまして約60名

の参加者を得て、地区の防犯協会及び警察等と

連携し実施しております。 

  行方不明者の状況につきましては、寒河江警

察署調べによりますと平成30年の西村山管内の

行方不明届け出件数は５件、保護件数は23件で、

「さがえ無事帰る支援事業」の取り組みを始め

たころと比較すると大幅に減少しており、本事

業と声がけ訓練などにより地域全体のネットワ

ーク力が高まっていることが一因であると考え

ております。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 本市においてはそういう取り

組みが行方不明者の発見、またそういう助けに

なっているというふうな感じに聞こえましたけ

れども、私はやはり先ほど市長の御答弁の中に

認知症患者がまずふえているんだという話を伺

って、やはり先ほども申しましたけれども、そ

れだけの取り組みではなかなか厳しいものがあ

るんじゃないかということで次の質問に移らせ
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ていただきます。 

  ＧＰＳ活用による認知症高齢者の見守りの対

策についてです。 

  まず初めに、群馬県の取り組みについて紹介

させていただきます。 

  2015年９月から早期発見のために群馬県の各

自治体と協定を締結し、17年３月までに群馬県

内全15の警察と35の自治体で体制を整え、同意、

登録した高齢者の顔写真や体格、自転車の防犯

登録、手押し車の写真などの情報を共有してい

ます。認知症患者を自宅に閉じ込めるのではな

く、散歩もしてもらい、いざというときは社会

で捜す仕組みをつくる。積極的に取り組んでい

ます。 

  群馬県警によると、道に迷うおそれのある認

知症の人に全地球測位システム、以下ＧＰＳと

言います。この機器を貸し出す取り組みが功を

奏し行方不明者が大幅に減少し、警察などに届

ける前に見つけるケースがふえました。 

  群馬県高崎市は2015年10月から「はいかい高

齢者救援システム」を運用し、ＧＰＳを貸し出

して効果を上げています。貸し出した実働件数

の中で行方不明届の出された全件で保護につな

がり、約９割が１時間以内に発見となっており

ます。 

  方法は、ＧＰＳを靴に仕込んで、あとはベル

トにつけるお守り袋に入れるなどの方法があり

ます。そのうち靴がほぼ半数です。ＧＰＳは無

料ですが、靴は7,000円ほどかかるそうです。 

  認知症高齢者を外出させないようにすること

なく、行方不明になればすぐに見つけられる仕

組みを構築しました。見守りセンターでは行方

不明者の位置確認連絡を受けると、ＧＰＳ衛星

からの情報を検索し位置情報を確認して連絡す

る仕組みとなっています。 

  近隣自治体では朝日町が徘徊高齢者家族支援

事業ということで、機器の購入代金及び登録手

数料8,000円を上限に助成を行っているようで

す。 

  私はＧＰＳを活用した行方不明者の早期発見

に向けた取り組みは、今後の高齢社会において

不可欠になってくると思います。本市において

このＧＰＳ導入補助などの支援策についてどう

取り組んでいくのかを伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 安孫子議員御指摘のように、先

ほど御答弁申しあげましたが、2025年には大体

認知症の方が2,000人ぐらいになるのではない

かと。推測ですけれども。それを確かにサポー

ターをさらに養成してふやして１万人にしたと

きに、１万人の方で2,000人の人を仮に、机の

上での議論ですけれども、捜していくというこ

とになると、５人で１人を捜すというようなこ

とに計算上はなるわけです。そういう意味では、

なかなか１万人にサポーターを増勢をしたとし

ても、おっしゃるように大変厳しいところがあ

るのかなというふうにも思います。 

  そういう意味で、今御提案あったＧＰＳ機器

の活用については正確な位置情報がわかるわけ

でありますから、行方不明者の早期発見につな

がるというふうに思います。有効な方法ではな

いかなというふうに思います。 

  お聞きをすると、そのＧＰＳの機器を認知症

高齢者の方に確実に身につけていただくという

のが一工夫要るんだと、こういうふうなことで、

ですから靴などが一番有効だというのはそうい

う、多いというのはそういう理由かなというふ

うに思いますし、また、家族の方々の協力が不

可欠なのではないかというふうに思います。 

  御指摘のように県内でも昨年度時点でＧＰＳ

機器の利用に対する助成制度を実施している市

町村というのは７市町あると、村山市、東根市、

朝日町、大江町、舟形町、高畠町、三川町と、

こういうことで７つの市町があるということは

承知しております。 

  いろいろ実態も聞くとなかなか補助制度が活
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用がうまく図られていないというような実情も

聞きますので、その辺のところはもう少し詳し

く聞いて、どういう原因なのかということも聞

いていかなければならないというふうに思って

おります。 

  寒河江市としては県警とも十分連絡をとりな

がら、今、寒河江「無事かえる」事業というも

のを進めているところでありますので、そうい

う事業をさらに普及をして見守り体制を構築し

ていくということを一層進めていかなければな

らないというふうに考えております。 

  ただ、おっしゃるように認知症高齢者の方を

抱える御家族などの不安解消とか、さらに見守

り支援の観点から、御提案のＧＰＳの活用、さ

らには添付式ＱＲコードなどによって発見する

ことができるような方法なども聞いております

ので、そういったさまざまな手段があるという

ふうにも聞いておりますから、そういったとこ

ろもさらに情報収集を一層進めて認知症高齢者

の見守り対策をさらに充実をしていきたいとい

うふうに考えております。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 今の答弁は前向きだったのか

なと。前向きでないような発言かなと。やって

いただけるのか、それとも今からまだ考えてい

くのかという答弁に受けとめました。 

  本市では急発進防止装置などの補助金も、こ

れは国でようやく動いたようです。こういうも

のをいち早くやる本市でありますので、このＧ

ＰＳも早く取り込んでいただければ、先ほども

本当に、これ何回も言いますけれどもどんどん

高齢者がふえていく、これに対して割合的に言

うと認知症もふえていくという心配な点もあり

ますので、このＧＰＳ導入というものもお願い

したいと思いますので、よろしくお願いします。 

  今、市長もＱＲコードということでお話しい

ただきましたけれども、ＱＲコードというのは、

認知症患者の爪、親指とかの爪にＱＲコードを

張り、その人の身分というのは当然わからない

わけですから、このＱＲコードにスマートフォ

ンのＱＲコードのアプリをかざしていただけれ

ば当局の電話番号、あと登録した番号、もちろ

んその人の家の名前とかうちの住所とか、そう

いうものは出ないわけですから、ＱＲコードな

んかもここに張って、これきっと３日、４日ぐ

らいもつという話でした。そういうＱＲコード

とかも今から考えていってもらえればなと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、通告番号26、小中学校における

携帯電話の持ち込みについて。小中学校におけ

る安全確保という観点から携帯電話の持ち込み

について御質問いたします。 

  小中学校における携帯電話の取り扱いをめぐ

っては、2008年に文部科学省から各都道府県教

育委員会等に対して方針を明確にするように通

知されています。その後、2009年に出された文

科省の通知では、学校における教育活動に直接

関係ないものとして、小中学校での持ち込みを

原則禁止とした経緯があります。 

  しかし、ことし２月、当時の文科省大臣が小

中学校へ携帯電話、スマートフォンを持ち込む

ことを原則禁止とした2009年の文科省通知を見

直すことを明らかにしました。 

  所持率が上がったことや緊急時に連絡がとれ

ないことを不安に思う保護者が、これは2018年

６月に最大震度６弱を記録した大阪北部地震が

発生し、高槻市内の女子児童が倒壊したブロッ

ク塀の下敷きになり亡くなる被害があり、地震

の発生は子供たちの朝の通学である午前７時58

分ごろで、子供の早期な発見の確認がしたくて

もできなかったことから、特別な事情がある子

供に限らず必要であれば携帯電話やスマートフ

ォンを持って登校できるようにしてほしいとの

意見が出されたことがきっかけで、通知の緩和

を含め検討するとのことです。 

  災害が各地で多発している現状において、通
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学時間帯などにすぐに連絡や確認がとれない場

所に子供がいた場合、保護者からすれば不安で

たまらないものではないでしょうか。 

  現在、子供用携帯電話で保護者など特定の相

手にしか通話やメールができない機能を持った

安価な携帯電話も発売されています。 

  小中学校への携帯電話の持ち込み禁止に対す

る見直しに関しては課題も多いこととは思いま

すが、本市の子供の安全確保という対策の観点

から小中学校への携帯電話を持ち込むことを検

討していくべきと考えますが、教育長の所見を

伺います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 小中学校における安全対策と

いう観点からの学校への携帯電話、スマートフ

ォンの持ち込みということでございますが、現

在の状況でありますけれども、毎年県の教育委

員会が実施している定期調査というものがござ

います。校内への携帯電話、スマートフォンの

持ち込みについてという調査がございます。 

  今年度は市内小中学校において学校への持ち

込みを禁止しているという学校が12校、特に指

導はしていないというのが小学校に１校ありま

すので、市内全ての小中学校においては携帯電

話は持ち込まれていないという状況でございま

す。 

  一方、情報化社会が進展する中で、携帯電話、

スマートフォンは児童生徒の生活に急速に普及

しているというのが現状でありまして、これも

2018年３月の内閣府の調査では、全国の小中学

校の携帯電話、スマートフォンの所有率は小学

生が55.5％、中学生が66.7％ということになっ

ております。 

  寒河江市においても今年度、これを毎年行っ

ている県教育委員会の定期調査でありますが、

小学生では26.1％、中学生では62.2％の所有率

ということで、この所有率は年々増加をしてき

ているというような状況にあります。 

  こういう状況にありますので、議員御指摘の

ように携帯電話、スマートフォンの小中学校へ

の持ち込みについての議論というものは避けて

通れないものになっていくのではないかという

ふうには考えております。 

  これも議員から御指摘がありましたけれども、

登下校中の児童生徒が地震等の災害発生に遭っ

たり犯罪被害に遭う事案が発生しているという

ことから、文部科学省が５月31日に2009年に通

知した小中学校においては持ち込み原則禁止と

いう携帯電話の取り扱いの方針を見直して、登

下校中の児童生徒の安全確保のために携帯電話、

スマートフォンの学校への持ち込みについて検

討するために有識者会議というものをスタート

させております。 

  この有識者会議では児童生徒の安全対策面だ

けではなくて、もちろん安全対策面から必要な

のではないかという議論もそうでありますけれ

ども、教育活動への影響、先ほども議員から御

指摘ありましたけれども、教育活動への影響あ

るいは管理のあり方、学校や保護者の負担など

も含めて議論を進めているというふうにお聞き

しています。方向性としては学校への携帯電話

持ち込み解禁に向けた検討になっていくのかな

というふうに思っております。 

  ただ、この会議に参加した委員からも、機器

が紛失した場合の対応あるいは責任の所在、ゲ

ームや歩きスマホなどへの対処、依存症や電磁

波問題への懸念など、解禁した場合の具体的な

課題についても示されております。 

  学校で最優先に考えなければならないのは何

をおいても子供たちの安全確保でありますので、

教育委員会としましても引き続き警察等の関係

機関との連携を一層強化して、通学路の点検あ

るいは見守りボランティア、ＰＴＡの街頭指導

など、地域、保護者の方々の協力を得ながら登

下校の安全確保には努めてまいりたいというふ

うに思います。 
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  同時に安全確保対策としての携帯電話、スマ

ートフォンの校内への持ち込みについては、先

ほど申しあげました有識者会議での議論やそれ

を受けての県の動向などを注視していきたいな

というふうに思いますし、必要性あるいは解禁

した場合の課題、こういったものの対応につい

ても、学校あるいは保護者の方としっかりと議

論をしていく必要があるというふうに考えてい

るところでございます。 

○柏倉信一議長 安孫子議員。 

○安孫子義徳議員 今、教育長からもありました、

本当に難しい問題であります。このスマートフ

ォンの取り扱いについては。高校などでは持っ

ていってもいいけれども学校に行ったらそうい

うボックスなんかに預けると。でも、やはりお

っしゃったとおり壊した場合誰が責任をとるの

か、それを小中学校なんかで求めていいのかと

いう話もあります。 

  しかし、私はここ何年か後にこのスマートフ

ォンはもう学校に持っていくのが当たり前の時

代が来るんではないかなと思っています。そん

なときにはやはりしっかりとしたルールづくり、

マニュアルづくり、保護者、ＰＴＡ、また地域

の皆様といろいろ話をしていただき、地域、学

校ともにルールづくりをしていただければなと、

これは要望です。要望ということで今回の私の

一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

 

阿部 清議員の質問 

 

○柏倉信一議長 通告番号27番、28番について、

16番阿部 清議員。 

○阿部 清議員 今12月定例会最後の一般質問に

なりました。よろしくお願いしたいと思います。 

  今回は12名の議員の一般質問ということで、

非常に有意義な一般質問になっていると思って

おります。 

  通告番号27番、新たな姉妹都市像について一

般質問をさせていただきます。台湾斗南鎮との

姉妹都市締結について伺います。 

  斗南鎮長が本市を訪れたのが11月１日であり

ますから、日にちはまだたっておりませんが、

鉄は熱いうちに打てと言われますので、よろし

く御答弁をお願いしたいと思います。 

  平成29年12月定例会で一般質問をいたしまし

た。佐藤市長からは以下のような答弁をいただ

きました。斗南鎮長から二度にわたって姉妹都

市締結について話があったということは大変あ

りがたい。思いを十分受けとめたい。姉妹都市

締結に当たっては市民の盛り上がりと理解が大

変重要である。議会の皆さんの意見を踏まえな

がら判断をしていく。今後も交流を積み重ねて

いくことによりいい結果に結びつくと非常に前

向きな答弁をいただきました。 

  それ以降、平成30年11月に斗南鎮長選挙があ

り、新しく沈鎮長が就任いたしました。寒河江

市との交流継続や姉妹都市の思いが変わらない

思いから、鎮長の友人である斗南ロータリーク

ラブ会長がことし２月に本市を訪問時、佐藤市

長に鎮長の親書を手渡しております。そして、

本年５月、安藤商工会会長が斗南訪問時に佐藤

市長の親書を沈鎮長に届けておられます。 

  それを受けまして、令和元年11月１日、台湾

斗南沈鎮長が奥様外10名で寒河江市を表敬訪問

いたしました。寒河江市も佐藤市長を初め、職

員一同、熱烈歓迎をいたしております。 

  沈鎮長は挨拶で姉妹都市になれるようさまざ

まな取り組みを進めていきたいとして、佐藤市

長も姉妹都市に向かっていけるのではないかと

話され、寒河江市で開催している自転車レース

やマラソンなどのスポーツイベントでの参加を

提案されました。沈鎮長も斗南を訪れ斗南の農

産物を食べてほしいと話をされ、和やかなひと

ときを過ごしたようでありました。 

  このような状況を見ていますと、友好都市に
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つなげることに妨げるものはないと思っており

ます。この姉妹都市締結についてもウイン・ウ

インの関係にあると言えるのではないでしょう

か。 

  そこで伺います。斗南鎮の沈鎮長は本市との

姉妹都市締結に大変前向きであります。来年に

でも佐藤市長が台湾斗南鎮に出向き、本市で開

催しているスポーツイベント参加を要請しては

いかがでしょうか。そのときに姉妹都市締結を

結ぶことについて考えを伺います。 

○柏倉信一議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 阿部議員から台湾斗南鎮との姉

妹都市締結ということで御質問をいただきまし

たが、まず台湾に関してはこれまで寒河江市と

してはさくらんぼのトップセールス、それから

輸出のプロモーションなどを行ってきましたし、

さらには観光誘客事業ということで現地のメデ

ィアを招聘したり、また、台北市で開催された

日本東北６県感謝祭などへ参加をしたりして取

り組んできている。さくらんぼのセールスと観

光誘客ということで取り組んできたこれまでの

経過があります。 

  また、山形県においてもインバウンドの対象

として台湾ということを国際戦略の重要地域と

いうふうに位置づけて、トップセールス、チャ

ーター便の運航などに取り組んできていただい

ている状況であります。 

  一方、御案内のとおり寒河江ロータリークラ

ブの皆さんは、斗南ロータリークラブと姉妹ク

ラブということで長年にわたって交流、友好活

動を展開してきていただいております。そうい

った中で、交換留学生の受け入れでありますと

か、さまざまな事業を展開され、本市の国際交

流の取り組みに大きく貢献をしていただいてお

ります。大変我々も感謝を申しあげているとこ

ろであります。 

  先ほど御質問の中で経過がありましたが、先

月新たに就任された鎮長さん、沈暉勛鎮長氏を

初めとして斗南ロータリークラブの皆さんから

寒河江市を御訪問いただきました。 

  斗南鎮というのは人口が約４万5,000人であ

ります。農業が主力産業となっているわけであ

りまして、そういう意味では我が寒河江市との

共通点が多々あるというふうに理解をしている

ところであります。 

  鎮長さんが訪れていろいろな話をさせていた

だきましたが、先ほど阿部議員からもありまし

たが、さまざまな分野における交流について御

提案がありまして、特に台湾は世界最大の自転

車メーカーがある、そういう意味で自転車の産

業国、自転車産業の国であります。そういうこ

とから、サイクルスポーツイベントの交流など

が大いに可能性としてあるというふうに話が出

されて、今後お互いに検討していくということ

にさせていただきたいというふうに思っている

ところであります。 

  また、新鎮長さんより姉妹都市交流について

もぜひにというお話がありました。大変我々と

しては重く受けとめ、検討させていただきたい

というふうに思っております。 

  私は友好交流の促進に当たってはやはり市民

相互の幅広い分野での交流が基本だというふう

に理解をしておりますので、国際情勢あるいは

経済状況なども見きわめつつ、今後さらにさま

ざまな分野での市民レベルでの交流、それから

対話を重ねていきたいというふうに思っており

ます。 

  そうした取り組みの積み重ねによっておのず

と市民の皆さんの理解を得て、また、議員各位

の賛同をいただける、そういう結果につながっ

ていくんだというふうに思っているところであ

りますので、今回の訪問に鎮長さんの御提案な

どを十分受けとめさせていただいて前に進めて

いければというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 答弁ありがとうございます。 
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  台湾が自転車産業国であるというのは私も知

りませんでした。ただ、市長のほうからはこれ

からも台湾との姉妹都市に向かって頑張ってい

きたいということでありますが、我々ロータリ

ークラブも、来年の３月に寒河江市のほうから

中学生14名が台湾斗南のほうに行きまして短期

交換事業をやっていく予定をしております。 

  また、その次の年、再来年の１月には斗南の

ほうから14名のやはり中学生を寒河江市にお招

きをして短期交流事業を進めていきたいという

ことで、市民レベルでの事業を少しずつ拡張し

ながら頑張って斗南との姉妹都市が締結できる

ように頑張っていきたいなと思っているところ

でありますが、今までも斗南とは28年ぐらいの

つき合いの中で徐々に本市とのかかわりも深く

なってきているなという流れの中で、今までさ

まざまかかわってきた市民の皆さんもそろそろ

機も熟してきたのかなという話も出ております

ので、少しでも早い姉妹都市としての締結をよ

ろしくお願いしたいなと思っているところであ

ります。 

  続きまして、通告28番、文化財保存について

伺いたいと思います。 

  文化財の一般質問を行いますが、11月５日の

市報市史編さんだよりに「守ろう日田の波除け

地蔵」が掲載されました。この問題につきまし

ては私の地元でありますので余りにも表面には

出したくはないところでありますが、やはり文

化財の継続ということで、こういうこともあっ

たということで一例を出させていただきながら

答弁をよろしくお願いをしたいと思います。 

  文化財を末永く保存していくためにも、この

一般質問に対しての御答弁をよろしくお願いし

たいと思います。 

  日田の波除け地蔵尊はおよそ170年前に寄進

されたものであります。最上川の傍らの低平な

台地を開拓して集落を形成した日田地区は洪水

の常襲村落で、村内を舟で往来しなければなら

ない年もあり、洪水を防ぎながら安全な暮らし

を守るために波除け地蔵尊を段丘の先端に建立

したと掲載されておりました。その後、地蔵尊

は今まであった場所に移され、建立された波除

け地蔵堂、通称地蔵様であります。 

  平成31年３月下旬に行われた町会の総会時に

地蔵様の持ち主から取り壊しについて提案があ

りました。内容は、個人で管理している波除け

地蔵堂を周りに迷惑がかかる前に取り壊したい、

そのような話でありました。世話人の高齢化、

世代交代が進んでいないことや建物の老朽化等

もあり、周りの住民に迷惑がかかる前に自分で

できるときに壊してきれいにしたいとのことで

ありました。このまま地蔵様を引き継ぐ人があ

れば残したいとのことでもありましたが、名乗

り出る人はおりませんでした。 

  個人の意見としましては、今まで家内安全、

交通安全、子宝などの守り神として長年地域の

地蔵様として地域を守ってきたのだから何とか

ならないのか、建物は壊して石仏は端のほうに

まとめて安置できないのかなどの話は出ました

が、明確な判断が出ませんでした。 

  波除け地蔵尊の存続については市のほうにも

話を伺い、波除け地蔵堂と土地を市に寄贈した

い旨の話をしましたが、市としては引き受ける

ことはできない、市指定にもなっていないとの

理由で妙案もなく、個人の持ち物として９月の

取り壊しに至った経緯があります。 

  現在は、取り壊し前に最上川の洪水の歴史を

語る文化財として寒河江市の歴史に残さなけれ

ばならないと、波除け地蔵尊と外十数体の石仏

は高音寺の共同墓地に運ばれています。 

  なくなっていたかもしれない物件ですが、そ

のことを踏まえ市内の文化財の保存について伺

います。 

  （１）市内の指定文化財等の状況について。 

  ア、指定・登録文化財の件数について伺いま

す。本市にある国、県、市指定ごとに有形、無



 - 117 - 

形、史跡名勝等の件数について伺いたいと思い

ます。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 日田の波除け地蔵尊など地域

に残る文化財をどのようにしていけば保存継承

していくことができるかという御質問でありま

すけれども、まず文化財の件数ということであ

りますが、文化財の体系として大きく分類をし

ますと、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、

そして史跡名勝等を含む記念物という種別がご

ざいます。 

  また、文化財保護の観点から制度として分類

をいたしますと、特に重要で保存の必要なもの

を国や県、市町村が指定し、強い規制と手厚い

保護を行うという指定文化財と、こういったカ

テゴリー、それから、指定文化財以外で届け出

制と指導、助言、勧告を基本とする緩やかな保

護措置を講じる登録有形文化財と、こういった

カテゴリーがあるようでございます。 

  御質問の文化財の点数でございますが、指定

文化財と登録有形文化財を国、県、市ごとにま

とめた件数でお答えをいたします。 

  現在、寒河江市にある文化財で国指定文化財

でございますが、本山慈恩寺本堂や慈恩寺旧境

内など８件ございます。県の指定文化財でござ

いますが、旧西村山郡役所や平塩舞楽など38件

でございます。それから、市指定文化財につき

ましては、本山慈恩寺阿弥陀堂、それから幸生

田植え踊りなど149件というふうになっており

ます。 

  このほか国登録有形文化財として寒河江市役

所庁舎がありますけれども、これを含めて３件

でございます。 

  でありますから、指定、登録合わせた総数は

198件ということになっております。 

  参考までに、現在県内において国、県、市町

村指定及び国登録文化財につきましては、100

件を超える件数を有する市町村というものが10

の市と町がございまして、寒河江市は鶴岡、酒

田、山形市に次いで４番目に件数が多いという

ふうな状況でございます。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 答弁ありがとうございます。 

  198件ということで非常に多い数だなと思っ

ておりますが、その国、県、市指定になった場

合には厳しい規制、それから手厚い保護という

ことで、この文化財に対してはこれからも残っ

ていくのかなと思います。 

  続いて、指定、登録されていない文化財の管

理について伺いたいと思います。 

  波除け地蔵なども同じように指定されており

ませんが、地域の歴史を伝える文化財を守るに

はどのような方法があるのか。管理者が不在と

なってしまった事例や市としての援助等につい

て伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 現在、文化財の保護を取り巻

く状況というものは、全国的に過疎化、少子高

齢化、社会状況の変化等を背景にしまして、地

域の貴重な文化財の滅失、散逸等の防止という

ものが課題になっております。 

  国ではこれらの状況を危惧して、未指定を含

めた文化財をまちづくりに生かしつつ、地域全

体で支え次世代へ継承していくために改正文化

財保護法をことし４月に施行しております。 

  これを受けまして、本市といたしましても今

年度より歴史文化振興検討委員会というものを

立ち上げて、本格的に寒河江市文化財保存活用

地域計画の策定に取り組んでいるところであり

ます。 

  御質問の指定、登録されている文化財の所有

者が不在になって管理ができなくなった場合の

指定解除、市への移管ということでございます

けれども、市が指定している有形文化財につき

ましては、文化財が市外へ移された場合や滅失

してしまった場合については指定から解除され
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るということになります。また、指定文化財を

市へ移管したいという場合につきましては、寄

附などにより市で受け入れを行っております。 

  また、未指定あるいは未登録の文化財につき

ましては、住民の皆様の御理解あるいは行政の

支援を受けることが難しいということから、恒

常的に管理していくことはより困難な状況にあ

るというふうに考えております。 

  これらの文化財を守り続けていくためには、

地域の方から文化財の価値を正しく理解してい

ただいて、歴史を伝える宝として、所有者のみ

ならず地域全体で文化財を継承していくという

ことが重要であるのではないかなというふうに

考えております。 

  これまで指定、登録されていない文化財で管

理者が不在になってしまった事例ということに

ついてでございますが、現在のところそのよう

な事例は把握しておりません。 

  未指定等の文化財につきましては、今後文化

財保存活用地域計画を策定していく中でさらに

調査を進めていく予定でございます。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 今、教育長のほうから指定、登

録されていない文化財の管理について伺いまし

た。 

  市指定などになっていた場合には、もしいな

くなった場合には移管とか、それから市として

の寄附の受け入れ等もあるようでありますが、

未登録の場合はなかなか難しい。地域としてそ

の文化財の継承をお願いしていくというような

話でありました。 

  波除け地蔵の場合は何も登録なっていなかっ

たということで、また後で質問のほうになると

思いますので、その節はよろしくお願いしたい

と思います。 

  ウの継承に向けた取り組みについて伺います。 

  管理費の助成、後継者育成、無形文化財も含

みますが、その取り組み、歴史的価値の理解促

進に向けた取り組みなど、どのような策をとっ

ていけるのか。特に地域の人にその文化財を守

っていく意義づけをしていくにはどうしたらい

いのか伺いたいと思います。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 先ほどの未指定等の文化財の

支援につきましてもう一言つけ加えさせていた

だきますけれども、未指定の文化財の支援とし

ましては、市として寒河江市の歴史文化ふるさ

と回帰事業という補助制度がございまして、歴

史、伝統、文化、生活等に係る活動や事業につ

いて５万円以上の事業費に対して３分の２以内

の補助という補助事業であります。このような

事業がございますので、多くの方に御利用、御

活用していただきたいというふうに考えている

ところであります。 

  また、市としましても文化財の適切な管理を

していただくための支援とか助言にも努めてま

いりたいというふうに思っております。 

  さて、継承に向けた取り組みというただいま

の御質問についてでございますけれども、市指

定文化財については市の指定文化財保護育成事

業費補助金というものがございまして、管理、

修理、伝承活動への支援というものを行ってお

ります。 

  国、県の指定、登録の文化財につきましては、

国、それから県の補助事業というものがありま

すので、この事業を活用することができます。 

  文化財の歴史的価値の理解促進ということに

ついてでございますが、市の取り組みとしまし

ては寒河江市史の発刊、それから先ほども議員

からお話がございましたが、市報の市史編さん

だよりの掲載、それから、生涯学習出前講座に

よる歴史講座、郷土館特別展、埋蔵文化財フェ

アなどの開催など、市民の皆様に随時市の歴史

情報の提供を行っているところであります。 

  その他行政以外からの支援を得る方法としま

しては、先日も話題になっておりましたけれど
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も、寒河江市から出土して山形大学附属博物館

が所蔵する結髪型土偶の修理などにこの手法が

用いられておりましたけれども、クラウドファ

ンディングという手法などもございますので、

今後とも時勢に応じた適切な文化財保護活動の

推進に努めていきたいというふうに考えている

ところでございます。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 質問の中でちょっと抜けたとこ

ろがありますのでそのまま続けさせていただき

ます。 

  （３）の自然災害伝承碑について伺いたいと

思います。 

  国土地理院では昨年７月の西日本豪雨災害や

相次ぐ大規模災害を受け、2019年度から全国の

地方公共団体と連携して自然災害伝承碑の情報

収集を始めました。 

  自然災害伝承碑とは、過去に起きた津波、洪

水、火山災害、土砂災害等の情報を伝えるモニ

ュメントのことであり、国土地理院では集めた

情報をもとにことし６月から地図記号を新たに

作成し、順次地理院地図に掲載を始めていると

伺います。 

  波除け地蔵尊については、場所は移動しまし

たが、日田に住んだ人々の最上川洪水を防ごう

という祈りが込められた象徴的存在であります。 

  寒河江市内にはほかにも自然災害伝承碑と言

えるものがあるんでしょうか。また、調査はし

ているんでしょうか。市民に過去の災害史を伝

え今後の防災意識向上に活用していければと思

いますが、お伺いいたします。 

○柏倉信一議長 軽部教育長。 

○軽部 賢教育長 自然災害伝承碑というものに

つきましては、議員御指摘のとおり過去に起き

た自然災害等の情報を伝えるモニュメントであ

り、被害を受けた先人たちが後世の子孫に当時

の様子や教訓を伝えるためのメッセージでもあ

ります。 

  本市には現在国土地理院の地図に掲載されて

いる自然災害伝承碑はございませんが、それに

類するものとしましては、水除け信仰の対象で

ある波除け地蔵のほかに島地区の最上川堤防上

の法華供養塔と下高屋から光明寺に移された法

華供養塔があり、２つとも洪水の起こった場所

に築かれたものというふうに伝えられておりま

す。これら石像文化財につきましては、これま

でも市の歴史文化活動推進員の協力のもと継続

して調査を行っており、平成28年度の郷土館特

別展などでその調査結果の成果について公開し

てまいりました。 

  教育委員会としましては、議員より御提案い

ただいたように、市内の歴史遺産から市民の防

災意識の向上につながるよう、今後とも過去の

洪水、土砂災害などを知ることができるような

石碑等の把握に努め、情報を発信してまいりた

いというふうに考えております。 

○柏倉信一議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございます。 

  今、教育長の話であれば波除け地蔵、それか

ら島、高屋のほうに洪水災害の神社があるとい

うことでありましたが、今回波除け地蔵さんは

市史編纂専門員の御協力によりまして残ること

ができましたが、今まで先人が築き上げた生活、

その一部としての文化財でありましたが、残念

ながら今回移動してしまった状況にもあります

ので、復活していくことは大変なことでありま

すが、語り継ぎながら後世に伝えられるような

文化財の保存の方法につきましては、今挙げら

れた３つのうちどこでも構いませんが、記念碑

として立てていただいて、寒河江市の最上川の

災害というものを後世まで語り継いでいけるよ

うな取り組みをよろしくお願いを申しあげまし

て、一般質問を終わりたいと思いますが、今回

最後ということでもっときちっと一般質問をし

ようとしましたが、まずなれていないというこ

とで紙面とタブレットが思うようにつながりま
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せんでした。心からおわびを申しあげまして一

般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

   散    会    午後２時５７分 

 

○柏倉信一議長 以上をもちまして、本日の日程

は終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 


